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現代中国における 日系中小企業の経営課題

Ⅰ．はじめに

　近年中国は，外資主導の外発的発展戦略から産業集積の形成と内需拡大によ

る内発的発展戦略へと大きく成長戦略を転換してきている。

　中国経済は1978年に改革・開放政策に転じたことを皮切りに「対外開放」体

制を推し進め，沿海部の大都市圏を中心にめざましい発展を遂げてきた。その

勢いは，グローバル経済を背景としたアジア通貨危機，世界経済不況，世界金

融危機といった世界経済市場もっとも深刻と言われた幾多の試練を乗り越えさ

せるばかりか，長期的には高度経済成長を維持するほどである。過去20年間の

国内総生産（GDP）年平均成長率は９％を超え，2010年には日本を追い越し世

界第２位の地位にまで躍進した。

　こうした背景には，外部環境の変化に対し臨機応変に対応してきた中国の成

長戦略がある。アジア経済危機下では，外資導入による経済成長を狙った規制

緩和と経済制度の整備に着手し，企業誘致による外発的発展戦略を展開した。

2001年には WTO 加盟を果たし，事業環境の改善への期待から外資企業の一層

の参入を促した。中国は，良質かつ安価な労働力が豊富に存在することに加え

て，巨大な国内市場を擁することを武器に，独自の戦略のもとに製造業におけ

る生産拠点としての立地優位性をアピールし，見事に「世界の工場」としての
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地位を確立した。

　世界経済不況下では，既に推し進めていた⑴人民元の切り上げ，⑵最低賃金

の引き上げ，⑶輸出優遇税制の大幅削減等の政策が「輸出不振」を深刻化させ

た。しかし，その後金融財政両面で強力な経済刺激策を発動し，国内の既存の

産業集積の強化と国内に新たな産業集積を形成させ，従来の輸出主導型の経済

発展方式を改め内需主導型戦略へと大きく舵取りをとることで中国経済全体の

成長率を維持している。近年の世界金融危機下においても，内陸部の都市化，

交通物流インフラ網の整備により内需拡大路線を突き進めている。こうした政

策展開と企業動向が功を奏し，産業集積の形成促進とイノベーション力の強化

にも繋がり，2010年上半期の実質 GDP 成長率は11.1％を記録し，2009年10－12

月期から３四半期連続で二桁増となった１）。

１．研究背景と研究目的

　中国へ進出する企業は，こうした内需拡大と産業集積力強化にみられる中国

の大きな成長戦略の転換という文脈の中で，中国進出における有効な経営戦略

を展開していかなくてはならない状況にある。しかし，分業構造上下請（サプ

ライヤー）に位置し大企業と比較して経営資源が乏しい中堅企業・中小企業２）

にとっての経営課題は深刻であるうえ一筋縄では紐解けない。

　一般に資金力，労働力が乏しい中小企業にとって，立地転換まして国際展開

は決して容易なことではない。他方で，日本の大手製造業（とりわけ自動車産

業）においては，部品会社の品質や開発能力に対する要求水準が高いこともあっ

て，日本で長い取引関係を持つ系列のサプライヤー（一次下請中小企業）に国

際展開を強く要請することは少なくない。その結果，従来の取引関係を重視す

るサプライヤーが，大企業の進出に併せて国際展開するケースは数多く発生し

ている。

　図１－１は，海外子会社を保有する企業の割合と現地法人数の地域別割合を
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示したものであるが，海外子会社を保有する中小企業の割合は，近年，製造業

を中心に増加しており中でも中国における現地法人数の割合が増加しているこ

とが見てとれる。事実，天津市では2002年のトヨタ自動車の進出に伴って，ト

ヨタ自動車の組立ラインに帯同するかの如く各種部品関連サプライヤーが当該

地域内に集中的に進出し，自動車産業集積地を形成している（詳細は後述す

る）。このようなケースは，上海，広州，広東地域にも同様に観察できる。

　中国に国際展開している日系中小企業は，現地でどのような経営課題に直面

しているのだろうか。また，今後直面していくのだろうか。そこにはどのよう

な経営戦略が検討されるべきだろうか。

　本稿では，中国における近年の政策転換に伴って「産業集積」の形成と強化

が進む天津地域を対象に，そこで直面する日系中小企業の経営課題，とりわけ

資料：�経済通産省「企業活動基本調査」再編加工
（注）１．�ここでいう海外子会社を保有する企業

とは，年度末時点に海外に子会社又は
関連会社を保有する企業をいう。

　　　２．�子会社とは，当該会社が50％超の議決
権を所有する会社をいう。子会社又は
当該会社と子会社の合計で50％超の議
決権を有する会社も含む。関連会社と
は，当該会社が20％以上50％以下の議
決権を直接保有している会社をいう。

資料：�経済産業省「海外事業活動基本調査」再編
加工

（注）�ここでいうASEANとは，マレーシア，タイ，フィリ
ピン，インドネシア，ベトナム，カンボジア，シンガ
ポール，ラオス，ミャンマー，ブルネイの10か国を
いう。また，ここでいうヨーロッパとは，英国，ドイ
ツ，フランス，イタリア，オランダ，ベルギー，ギリ
シャ，ルクセンブルク，デンマーク，スペイン，ポル
トガル，オーストリア，フィンランド，スウェーデン，ア
イルランドの EU15か国をいう。

（出所）中小企業庁（2010）

図１－１　海外子会社を保有する企業の割合（左）と
　　　　　現地法人数の地域別割合（中小企業）（右）
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労働実務に関する問題に焦点を当てながら，中国に進出する日系中小企業の労

働実務問題の実態を中国労働法に照らし合わせながら明らかしていく。そのう

えで，中国進出する日系中小企業の労働実務における国際展開戦略を提示する。

２．産業集積論における中小企業の経営戦略と問題提起

　グローバル経済は，あらゆる取引関係を多様化させ，分業構造は国境を飛び

越えアジア全体にまで広がりをみせている。とりわけ，製造業においてその動

きは顕著である。そればかりか，今や規模・業種問わず大企業のみならず中小

企業でさえ最適地生産，調達を模索しグローバルにバリューチェーンを展開し

なければ生き残れない時代となってきている。それも単なる生産コストダウン

を狙った立地戦略では不十分で，高い生産性と付加価値を高める（すなわちイ

ノベーションを意識した）うえでの立地戦略が求められている。そのとき中小

企業は，集積内の分業のどの位置において，どのような関わり方をしていくこ

とが得策なのかが，問われることになる。その理論的背景を以下に俯瞰してみ

たい。

　近年，グローバリゼーションから見たときの経済単位は，従来の「国民国家」

から「地域圏」に移行し世界的に地域間格差を広げている（図１－２参照）。

Thomas Friedman（2005）The World Is Flat, Farrar and Giroux は，近年にお

けるテクノロジーの発達が，物理的な距離概念を消滅させ「フラットな世界」

を創るだろうと強調した。しかし，Richard Florida（2008）Who’s Your City, 

Basic Books が主張するように現実には鋭い凹凸のある「スパイキーな世界」

を創りだしている。

　地域単位の競争は激化し，世界規模で格差を広げている。イノベーションと

グローバル化の進展は，企業の活動範囲を確実に広げ市場が成熟するスピード

を急速に速めていることは間違いないが，一方で，才能，イノベーション，生

産性，クリエイティビティといった現代社会において経済成長の源と考えられ
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るあらゆる要素は，特定の少数の地域（産業集積）の中に集中させている（Flor-

ida 同上）。グローバル化は，予測どおりモノ・カネ・情報・企業生産部門の地

理的移動範囲を広げたが，イノベーションを創出する範囲は想像以上に限定的

であることを同時に証明した。

　この現象の理論的背景は，地域振興を「地域の集積力」と「革新的中小企業」

の切り口から先行研究に着目していくと鮮明に見えてくる。近年の地域の集積

力に関わる研究は，A.Waver や A.Marshall の「集積論」「立地論」から，「現

代社会は地域と中小企業の時代」という論とともに，M.Porter の「産業クラス

ター論」，Z.Acs の「地域イノベーション論」，R.Florida の「クリエイティブ都

市論」へと議論の潮流が起こっている。これは，⑴今日が成熟化・知識経済社

会の段階に達し（図１－３参照），古典経済学派らが提唱した収穫逓増理論や相

互関係や外部経済自体では，地域的な生産性向上の源を説明できなくなってい

ること，⑵現在では，大企業中心の大量生産体制地域ではなく，多様な革新的

中小（ベンチャー）企業が集積する知識主導体制地域が競争力を高めているこ

と，⑶高度な技術を有したその専門的技術系中小企業と異業種企業，大学・研

究機関，経済団体，多様な人材等との地域内ネットワークによる高付加価値サー

（出所）Richard Florida（2008）

図１－２　世界地図にみるイノベーション凹凸（左）と経済活動の凹凸（右）
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ビスの生産こそが，持続発展的地域社会形成の真骨頂となっていること，を示

している。

　このことは，競争力の源泉の変化にともなって，生産システムおよび企業間

の関係をはじめとする，あらゆるインフラ環境と産業ガバナンスシステムを変

革させているとともに，地域の内部からイノベーションを導く地域内アクター

間における水平的関係による戦略的連携の役割を高めていることを意味してい

る。すなわち，「産業集積とイノベーション」に着目した先行研究の主軸にある

概念は，各種制度環境や企業同士の水平関係（横請け関係），アントレプレナー

シップ（企業家精神），そしてイノベーションなどが地域の競争力に重要である

と喝破している。例えば，AnnaLee Saxenian（1994）A. Regional Advantage, 

Harvard University は，技術系起業家とその研究機能を中心としたその他地域

アクターとを結ぶ水平的ネットワーク機能の重要性を指摘している。

　したがって，イノベーションをもたらし成長し続ける産業集積（産業クラス

ター）では，垂直的統合による産業構造ではなく M. Porter が強調するように

（出所）Florida（同上）

図１－３　知識経済社会における生産性要素の変遷
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「競争と協調」の水平的関係による分業構造が重要となる。

　このことは，産業集積の利点の変化とそれを踏まえた経営戦略の転換が求め

られていることを示唆している。

　この20年間，日本を取り巻く東アジア地域の分業構造は，グローバル化と新

興諸国の経済成長によって大きく変化し続けている。渡辺幸男編（2007）『日本

と東アジアの産業集積研究』同友館は，日本の製造業の東アジア化の過程での

日本を含む東アジア地域における産業集積の発展展開とその意味について考察

している。その中で，日本の製造業の立地変化は，「産業の空洞化」ではなく産

業集積が広域化し「東アジア化」していることを強調し，アジア諸国での新た

な産業集積の可能性を示唆したうえで，中小企業の経営戦略上の新たな視座が

必要となってきている課題を提示した。駒形哲哉（2005）『移行期 中国の中小

企業論』税務経理協会は「近年，中国は世界の工場として注目を集めているが，

今や単なる廉価な労働力だけではなく，特定地域に集積された産業集積のもつ

機能も，また中国を世界の生産拠点たらしめる要素となってきている」点を主

張している。

　このような理論的背景を踏まえ筆者は最近，中国に進出する日系中小企業に

関する調査を開始した。調査を進める中で，中国は単なる大量生産型の生産拠

点ではなくなってきていることを強く感じ始めている。昨今の中国における内

需主導型の政策転換と地場企業の技術力向上，外資系企業のＲ＆Ｄ部門の進出

は，これまでの「生産拠点」を「進化」させ競争力を持つ「産業集積」と変貌

させつつあると感じているのである。このことから，今後中国進出するには「イ

ノベーション拠点」としての視点を同時に意識する必要があると考える。すな

わち，これからの中国への立地戦略を検討する際には「産業クラスター」戦略

としての視点が重要になってくると思われる。

　しかし，産業クラスター形成の動きの中で現状，日系中小企業が抱える経営

課題の実態は構造的問題ゆえの極めて泥臭い労働実務問題に足止めをくらって
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いる状況にあることも同時に指摘しなければならない。むしろ，これが中国展

開する日系中小企業に現在「現実に起こっている実態」である。

　大企業は，グローバル化や産業構造の高度化等の外部環境の変化に資本力を

もって臨機応変に迅速に対応し，大企業の論理で最適生産地を求めて再編成を

行い，サプライヤーはそれに帯同する動きを展開してきている。しかし，そこ

にはかつて高度成長期日本国内に生じた「２重構造問題」を彷彿させる状況が

見え隠れしている。すなわち，大企業と中小企業との従属的支配関係ゆえに生

じる中小企業に強いられる分業構造上の問題である。当該問題は，構造的位置

づけから労働実務上の問題を引き起こす要因となっている。そればかりかその

舞台は賃金格差のある中国市場ゆえに問題はより複雑化かつ深刻化していると

も捉えられる。

３．関連先行研究

　天津市の産業集積に関わる先行研究は，有賀（2010），朽木（2007）や駒形

（2005）等が参考になる。有賀（2010）は，トヨタグループの企業を中心とし

て，天津の産業集積の実態を地理的に解明することを試みている。現地調査を

通じて，国内外でのトヨタグループの生産拠点配置の特徴，中国で外資が自動

車生産を行うに際しての制約，当該地域へのトヨタグループの進出状況につい

て明らかにしている。朽木（2007）は，天津市の自動車産業集積の形成プロセ

スと発展要因について分析を行い，トヨタ自動車の進出とサプライヤー企業群

の集積形成との関係性を明らかにしたうえで，産業集積形成における核企業の

存在の重要性を主張している。駒形（2005）は，産業集積の役割に触れながら，

国有一社体制から中小企業主体構造への変容による内発的発展が天津の自転車

産業の復興をもたらしていることを論じている。しかし，天津の日系中小企業

の労働実務問題について分析を行った研究は，今のところ見当たらない。

　一方で，中国の労働実務に関わる先行研究には，馬成三（2000），山下昇
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（2003），佐々木信彰（2010）等がある。馬成三（2000）は，中国沿岸地域各都

市に進出した日系及び欧米系企業に焦点を当てながら，その従業員，企業側代

表，及び各地方当局を対象としたヒアリング調査を基に各国企業の労働問題の

実態を考察している。山下昇（2003）は，中国労働契約法の形成過程，特にそ

の内の労働者解雇法制に焦点を当てて同法の特徴を明らかにしている。佐々木

信彰（2010）は，2008年リーマン・ショック以後の中国経済の回復，及び「第

三次産業育成へ」と構造転換する中国経済の実態を中国主要産業分野に焦点を

当てた分析を行っている。しかしながら，日系中小企業の分業構造の観点から

中国に国際展開する日系中小企業の労働実務問題を検討する研究は，まだ十分

に解明されていない。

４．研究手法

　本研究では，産業集積が急速に形成される中国・天津市に進出する日系中小

企業における労働実務上の経営課題について，現地で実施したインタビュー調

査対象55事例（表１－１参照）から得られたデータを通じて理論的・実証的分

析を試みた３）。そこから得られたデータ分析を行い，今後発生が予想される日

系中小企業の経営課題を示唆し，その対策と戦略を提示する事を目指している。

　より具体的には，日系中小企業・中堅企業が直面する労働実務問題の種類な

どをマトリクス表に細分化し，企業特性を踏まえた発生問題の類型化を行いな

がら，労働実務問題の要因と傾向に関わる分析をふまえ，当現地調査によって

得られたデータをもとに日系中小企業が，⑴直面する労働実務問題，⑵その問

題を引き起こす要因と経営課題を考察する。その際，現地で避けることのでき

ない中国労働法との関係性について体系的に整理を行ったうえで，日系中小企

業の労働実務問題の対策と戦略を提示していく。
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表１－１　55事例　インタビュー企業一覧表
会社名 従業員数

（本社／現地法人）
資本金

（本社／現地法人） 会社規模の分類 業種・事業概要 分業の位置 取引先 進出時期

西青経済開発区
Ｋ社

本社：701人／
現地法人：250人

本社：４億４千１百万円／
現地法人：240万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

自動車部品製造業
（精密樹脂成形・精
密金型）

下請け（２次） 現地生産／現地の日
系企業に販売 2002年11月18日

西青経済開発区
Ｋ社

本社：約650人／
現地法人：190人

本社：２億2,500万円／
現地法人：330万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

自動車部品製造業
（プラスチック製造・
ブロー成形・自動車
部品販売）

下請け（２次） 現地生産／現地の日
系企業に販売 2004年１月１日

西青経済開発区
Ｔ社

本社：1,380人／
現地法人：130人

本社：８億800万円／
現地法人：1000万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

自動車部品製造業
（自動車用印刷プレ
ス製品製造）

下請け（１次） 現地生産／現地の日
系企業に販売 2004年５月12日

西青経済開発区
Ｓ社

本社：153人／
現地法人：320人

本社：1200万円／
現地法人：225万ドル

本社：中小企業／
現地法人：中堅企業

自動車等各種製品製
造業（プラスチック
金型製造・成形加
工・自動車内装部
品・パソコン部品・
通信機器部品製造 ）

下請け（１次）
／横請け／異業
種間取引

現地生産／現地の日
系企業に販売 2002年４月１日

西青区Ｔ社 本社：17,836人／
現地法人：390人

本社：235億57百万円／
現地法人：902万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中堅企業

自動車等各種製品製
造業（電子部品製造）

下請け（１次）
／異業種間取引

現地生産現地日系企
業と取引 2004年２月９日

天津市中心部の風景（上）と天津産業集積地帯の風景（下）
（筆者撮影：2011年１月）
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現代中国における 日系中小企業の経営課題

会社名 従業員数
（本社／現地法人）

資本金
（本社／現地法人） 会社規模の分類 業種・事業概要 分業の位置 取引先 進出時期

西青経済開発区
Ｊ社

本社：10,105人／
現地法人：190人

本社：451億円／
現地法人：1175万8,321
ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

自動車部品製造業
（自動車部品の製造）

下請け（１次）
／異業種間取引 現地販売 2004年８月１日

東麗経済開発区
Ｎ社

本社：5,788人 ／
現地法人：100人

本社：267億円／
現地法人：800万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

自動車部品等製造業
（自動車用合成ゴム
製造販売・接着剤粘
着テープ製造）

下請け（１次）
／横請け／異業
種間取引

現地生産／現地の日
系企業に販売 2006年９月23日

西青経済開発区
Ｓ社

本社：409人／
現地法人：40人

本社：9,000万円／
現地法人：250万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

自動車部品等製造業
（自動車・一般機械
産業向け金型部品の
設計製造）

下請け（２次）
／横請け／異業
種間取引

現地生産／現地の日
系企業に販売 2004年６月10日

北辰区Ｔ社 本社：104人／
現地法人：75人

本社：２億円／
現地法人：3,000万ドル

本社：中小企業／
現地法人：中小企業

自動車等各種製品製
造業（自動車部品等
プラスチック原料着
色加工）

下請け（２次）
／横請け／異業
種間取引

現地生産／現地の日
系企業に販売 1997年12月１日

東麗経済開発区
Ｓ社

本社：15,463人／
現地法人：425人

本社：308億7,165万円／
現地法人：1,049万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中堅企業

自動車部品製造業
（動力伝動装置と関
連制御装置生産）

下請け（２次） 現地生産／現地の日
系企業に販売 1995年10月10日

新技術経済産業
苑区Ｏ社

本社：783人／
現地法人：86人

本社：61億325万円／
現地法人：585万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

各種製品製造業（自
動車用等高性能塗料
等の製造）

横請け／異業種
間取引

現地生産／現地の日
系企業に販売 2006年１月１日

空港物流加工区
Ｍ社

本社：945人／
現地法人：440人

本社：４億5000万円／
現地法人：538万9,050ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中型企業

自動車部品製造業
（自動車ブレーキ部
品等製造）

下請け（１次） 現地生産／現地の日
系企業に販売 2004年４月30日

武清開発区Ｉ社 本社：218人／
現地法人：80人

本社：9750万円／
現地法人：258万0,800ドル

本社：中小企業／
現地法人：中小企業

自動車等各種製品製
造業（化学機械設計
製造）

横請け／異業種
間取引

現地生産／現地の日
系企業に販売現地販
売

1996年11月12日

静海県Ｊ社 本社：5,212人／
現地法人：170人

本社：233億2,016万円／
現地法人：220万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

自動車部品製造業
（ゴムパウンド販売） 下請け（２次） 現地生産／日系現地

法人に販売 1995年12月６日

新技術経済産業
苑区Ｎ社

本社：405人／
現地法人：280人

本社：8,000万円／
現地法人：500万ドル

本社：中小企業／
現地法人：中小企業

自動車部品製造業
（自動車用プレス部
品製造）

下請け（１次） 現地生産／日系企業
に販売 2006年８月１日

武清開発区Ｔ社 本社：855人／
現地法人：230人

本社：108億3700万円／
現地法人：660万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

自動車部品製造業
（成型組付けの一貫
生産）

下請け（２次）
／横請け／異業
種間取引

現地生産／現地の日
系企業に販売 2003年５月19日

河西区Ｔ社 本社：1,575人／
現地法人：213人

本社：108億3,700万円／
現地法人：1,578万4,085
ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

自動車部品製造業
（自動車用各種ケー
ブル生産）

下請け（１次） 現地生産／現地の日
系企業に販売 2003年９月29日

西青区Ｆ社 本社：2,951人／
現地法人：420人

本社：118億２千万円／
現地法人：650万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中型企業 自動車部品製造業 下請け（１次） 現地生産／現地の日

系企業に販売 2002年２月１日

南開区Ｔ社 本社：1,575人／
現地法人：110人

本社：108億3700万円／
現地法人：60万3,646ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

自動車部品製造業
（自動車用冷間成形
ばね製造）

下請け（１次） 現地生産／現地の日
系企業に販売 2003年11月１日

静海県Ｓ社 本社：100人／
現地法人：300人

本社：8,000万円／
現地法人：83万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

各種製品製造業（合
成樹脂製品生産・携
帯電話部品・薄型テ
レビ部品等アッセン
ブリー）

下請け（１次）
／横請け／異業
種間取引

現地生産／現地の日
系企業に販売 2006年９月１日

東麗経済開発区
Ｓ社

本社：40人／
現地法人：30人

本社：500万円／
現地法人：120万ドル

本社：中小企業／
現地法人：中小企業

各種製品製造業（金
属部品製造・釣具台
所用品生産）

下請け（一次）
／横請け／異業
種間取引

現地の日系企業に販
売／日本の第三者企
業に販売

2004年７月２日

西青経済開発区
Ｎ社

本社：50人／
現地法人：25人

本社：953万58千円／
現地法人：300万ドル

本社：中小企業／
現地法人：中小企業

自動車部品製造業
（自動車等薄型コー
ティング加工サービ
ス）

下請け（１次）
／横請け

現地の日系企業に販
売 2008年３月１日

西青経済開発区
Ｕ社

本社：530人／
現地法人：30人

本社：３億300万円／
現地法人：410万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

自動車等各種製品製
造業（自動車等各種
金型・型部品製造・
特殊鋼）

現地製造現地の
他の日系企業に
販売

現地製造現地の他の
日系企業に販売 2006年11月３日

西青区Ｍ社 本社：140人／
現地法人：10人

本社：6873万1650円／
現地法人：7,546ドル

本社：中小企業／
現地法人：零細企業

自動車等各種製品製
造業（自動車用等ア
ルミニウム製造設備
設計製造）

現地製造現地の
他の日系企業に
販売

現地生産／現地の日
系企業に販売 2010年１月26日
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会社名 従業員数
（本社／現地法人）

資本金
（本社／現地法人） 会社規模の分類 業種・事業概要 分業の位置 取引先 進出時期

武清区Ｔ社 本社：135人／
現地法人：128人

本社：4,500万円／
現地法人：157万ドル

本社：中小企業／
現地法人：中小企業

自動車部品製造（プ
レス部品）） 下請け（２次） 現地生産／現地の日

系企業に販売 2004年６月28日

西青経済開発区
Ｓ社

本社：2,155人／
現地法人：300人

本社：101億5696万円／
現地法人：312万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

自動車部品製造業
（自 動 車 用 電 磁 ク
ラッチ，ブレーキ製
造）

下請け（１次） 現地生産／現地の日
系企業に販売 1994年８月22日

西青経済開発区
Ｎ社

本社：545人／
現地法人：120人

本社：47億5,308万円／
現地法人：570万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

自動車部品製造業
（自動車防音部品製
造）

下請け（１次） 現地生産／現地の日
系企業に販売 2004年２月25日

西青経済開発区
Ｐ社

本社：239人／
現地法人：550人

本社：19億355万円／
現地法人：2,136万ドル

本社：中小企業／
現地法人：中型企業

製造業（ミシン部品
生産） 横請け 現地生産／日本の本

社に卸す 1994年２月19日

南開区Ｋ社 本社：932名／
現地法人：130人

本社：90億９千万円／
現地法人：1567万7728

本社：大企業／
現地法人：中小企業

ゲームソフト製造業
（ゲームソフトの開
発・製造）

親請け・横請け 現地生産／現地販売 1989年８月１日

津南区Ｔ社 本社：50人／
現地法人：130人　

本社：1,000万円／
現地法人：100万ドル

本社：中小企業／
現地法人：中小企業 ベット用品製造業 横請け／異業種

間取引
自社製品製造／親会
社に卸す／現地生産
／現地販売

1993年12月14日

西青区Ｒ社 本社：1000人／
現地法人：270人

本社：25億3700万円／
現地法人：1,190万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業 食品製造業 横請け 現地生産／日本にあ

る日系企業と取引 1993年10月25日

東麗区Ｒ社 本社：81人／
現地法人：81人

本社：1,000万円／
現地法人：42万ドル

本社：中小企業／
現地法人：中小企業

製造業（紐バンド等
加工と成型品生産）

下請け／横請け
／異業種間取引

現地製造日本の第三
者に販売 1996年３月２日

漢沽区Ｓ社 本社：13,855人／
現地法人：104人

本社：1,394億円／
現地法人：920万5,602ド
ル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

製造業（自動車用等
潤滑油の製造）

横請け／異業種
間取引

現地生産／現地日系
企業に販売・現地販
売

1995年１月１日

東麗区Ｏ社 本社：60人／
現地法人：220人

本社：1000万円／
現地法人：105万ドル

本社：中小企業／
現地法人：中小企業

製造業（化粧用具全
般製造） 横請け 自社製品製造のため

親会社に卸す 1992年１月23日

保税区Ｎ社 本社：330人／
現地法人：154人

本社：５億円／
現地法人：150万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

製造業（テープ等加
工）

下請け（一次）
／横請け／異業
種間取引

現地生産／現地日系
企業に現地販売 2000年３月16日

西青経済開発区
Ｋ社

本社：40人／
現地法人：50人

本社：1000万／
現地法人：300万ドル

本社：中小企業／
現地法人：中小企業

製造業（食品製造用
機械製造） 横請け 現地生産／日本の第

三者企業に販売 2005年11月30日

武清区Ｔ社 本社：440人／
現地法人：70人

本社：１億2000万円／
現地法人：9,926万3,472
ドル

本社：中小企業／
現地法人：中小企業

製造業（コンクリー
ト二次製品の製造）

横請け・異業種
間取引

現地販売／日本の日
系企業に販売 2002年11月15日

河西区Ｗ社 本社：35人／
現地法人：35人

本社：1,000万円／
現地法人：20万ドル

本社：中小企業／
現地法人：中小企業

製造業（アクリル
ラック製造）

横請け・異業種
間取引

現地生産／日本の第
三者企業に販売・現
地の他の日系企業に
販売

1993年３月18日

西青区Ｔ社 本社：6,266人／
現地法人：330人

本社：500億円／
現地法人：1,200万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中堅企業

製造業（医薬品の製
造） 横請け

現地生産／日本の第
三者企業に販売・現
地販売

1994年１月１日

西青経済開発区
Ｔ社

本社：2,091人／
現地法人：845人

本社：317億3349万6860
円／現地法人：5,450万
ドル

本社：大企業／
現地法人：中型企業

製造業（印刷用イン
キ，樹脂等製造） 異業種間取引 現地生産／現地日系

企業に現地販売 1994年１月１日

西青経済開発区
Ｍ社

本社：600人／
現地法人：300人

本社：１億円／
現地法人：400万ドル

本社：中小企業／
現地法人：中小企業

製造業（プレス加
工，全工程，樹脂，
プレス，電子部品の
アッセンブリ）

下請け（２次）
／異業種間取引

現地生産／現地の日
系企業に販売 2005年５月１日

西青区Ｒ社
本社：3,243人／

現地法人：2000人

本社：869億69百万円／
現地法人：129億9,015万
円

本社：中堅企業／
現地法人：中堅企業

製造業（自動車等電
子原器製造）

下請け／横請け
／異業種間取引

現地生産／現地の日
系企業に販売 2000年11月27日

西青経済開発区
Ｍ社

本社：65人／
現地法人：50人

本社：9,990万円／
現地法人：175万ドル

本社：中小企業／
現地法人：中小企業

製造業（自動車用合
成樹脂原料加工） 下請け（１次） 現地生産／現地の日

系企業に販売 2002年９月14日

西青経済開発区
Ｍ社

本社：250人／
現地法人：94人

本社：2,300万円／
現地法人：200万ドル

本社：中小企業／
現地法人：中小企業

製造業（自動車用等
塗料製造）

下請け（２次）
／横請け／異業
種間取引

現地生産／現地の日
系企業に販売現地販
売

2006年８月１日

北辰区Ｍ社 本社：100人／
現地法人：135人

本社：9,600万円／
現地法人：500万ドル

本社：中小企業／
現地法人：中小企業

自動車等各種製品製
造業（自動車用及び
一般機械器具製造業）

下請け（１次）
／異業種間取引

現地生産／現地日系
企業に販売 1995年４月５日

和平区Ｔ社 本社：394人／
現地法人：６人

本社：68億円／
現地法人：30万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：零細企業

商社（化学製品専門
商社） 異業種間取引 現地企業と現地の日

本企業に売買 2004年４月８日

河北区Ｔ社 本社：140人／
現地法人：７人

本社：２億2,760万円／
現地法人：20万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：零細企業

商社（石油化学製品
専門商社） 異業種間取引 現地の日系企業に販

売 2002年８月20日

河西区Ｙ社 本社：120人／
現地法人：16人

本社：１億2,438万円／
現地法人：20万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

商社（産業機械専門
商社） 異業種間取引 現地の日系企業に販

売・現地販売 2002年６月１日
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会社名 従業員数
（本社／現地法人）

資本金
（本社／現地法人） 会社規模の分類 業種・事業概要 分業の位置 取引先 進出時期

和平区Ｉ社 本社：553人／
現地法人：５人

本社：93億６千４百万円／
現地法人：20万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：零細企業

商社（化学製品等商
社） 異業種間取引 現地企業に販売・現

地の日系企業に販売 2004年８月１日

河西区Ｋ社 本社：850人／
現地法人：４人

本社：277億81百万円／
現地法人：20万ドル

本社：大企業／
現地法人：零細企業 商社（総合商社） 異業種間取引 現地の日系企業に販

売現地販売 1981年４月13日

和平区Ｔ社 本社：2,280人／
現地法人：30人

本社：20億円／
現地法人：20万ドル

本 社： 中 堅 企 業　　　
現地法人：中小企業

販売会社（電子部品
販売・但し本社は電
機製品製造業）

異業種間取引 現地の日系企業に販
売現地販売 1996年12月19日

河西区Ｍ社 本社：2,433人／
現地法人：53人

本社：３億9,100万円／
現地法人：20万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

販売会社（精密測定
機器輸入販売・但し
本社は製造業）

異業種間取引 現地販売・現地の日
系企業に販売 2004年８月18日

河東区Ｄ社 本社：13,723人／
現地法人：73人

本社：1,101億2,048万円
現地法人：600万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

不動産管理業（賃貸
住宅管理） 異業種間取引 現地販売 1995年12月25日

和平区Ｆ社 本社：1,306人／
現地法人：15人

本社：２億円／
現地法人：215万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

運輸業（国際貨物運
輸代理業・通関・貨
物運輸）

－ 現地の日系企業に販
売・現地販売 2004年２月９日

華苑産業区Ｎ社 本社：574人／
現地法人：20人

本社：４億3,800万円／
現地法人：30万ドル

本社：中堅企業／
現地法人：中小企業

サービス業・製造業
（システム開発・IT
サービス）

横請け・異業種
間取引

現地の日系企業に販
売 2005年４月１日

（出所）筆者作成

５．事例都市（日系中小企業集積地：中国・天津地域）の選定理由

　日系中小企業の労働実務における経営課題を分析するうえで，対象事例を日

系中小企業が集積する中国・天津地域に選定した理由は，主に以下の２点にあ

る。第一に，天津はトヨタ自動車の進出以来，自動車製造業を中心とした巨大

産業集積地が形成されつつある地域であること，第二に，分業構造がアジア全

体の中に組み込まれている日系中小サプライヤーが数多く進出している特徴的

な地域であること，である。

　天津は，トヨタグループにとって中国における最大の生産拠点として位置づ

けられる（表１－２参照）。トヨタグループの現地法人である天津一汽トヨタ自

動車有限公司（以下，天津トヨタ）は中国との合資企業４）として，2000年６月

に設立された。天津トヨタの土地面積は161万 m2で，当面の生産能力は年間22

万台で，従業員規模は12000人を超える。同地の主要な製品は「ヴィオス

（VIOS）」，「ローラ（COROLLA）」，「クラウン（CROWN）」，「レイツ（REIZ）」，

「ラヴフォ（RAV４）」であり，その2009年度の生産台数は，38万台を超える

（表１－２参照）。

　現在，90社余りのサプライヤー企業が天津市に設立し，同地域の天津トヨタ
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関連の下請従業員規模は50,000人に達している。現在まで会社の直接的な投資

が40億人民元を超え，部品と関連企業の投資を含めると，投資総額が100億人民

元を超えるといわれている５）。

表１－２　トヨタ自動車の中国進出状況
生産開始

年月 主要生産品目 従業員数
（人）

トヨタ車両生
産実績（千台）

天津一汽豊田発動機有限
公司（TFTE） 1998.7 エンジン 1,898 －

天津豊田汽車鍛造部件有
限公司（TTFC） 1999.1 鍛造部品 235 －

天津一汽豊田汽車有限公
司（TFTM） 2002.1 ヴィオス，カローラ，ク

ラウン，レイツ，RAV4 12,407 383

一汽豊田（長春）発動機
有限公司（FTCE） 2004.12 エンジン 783 －

豊田一汽（天津）模具有
限公司（TFTD） 2004.12 金型 216 －

広汽豊田発動機有限公司
（GTE） 2005.1 エンジン，エンジン部品 1,300 －

四川一汽豊田汽車有限公
司（SFTM） 2006.5

コースター，ランドク
ルーザー，ランドクルー
ザープラド，プリウス

2,374 5

広汽豊田汽車有限公司
（GTMC） 2006.5 カムリ，ヤリス，ハイラ

ンダー 6,321 210

（出所）�トヨタ自動車株式会社公式ホームページhttp://www2.toyota.co.jp/jp/facilities/
worldwide/　のデータを基に筆者加工。※データは2010年３月末時点のもの。

Ⅱ．　現代中国における産業集積と労働法体系

１．中国の産業集積と天津の産業集積の特徴

　中国には大きくわけて，⑴東北・華北（北京・大連・天津など）をとりまく

環渤海経済圏，⑵華東（上海・蘇州・杭州など）を中心とする長江デルタ経済

圏，⑶華南（広州・深圳など）を中心とする珠江デルタ経済圏，⑷重慶・四川

省を中心とした新興の中西部経済圏に産業集積が形成されている６）（図２－１参
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照）。

　本稿で取り上げる天津の産業集積は，⑴環渤海経済圏の広域産業集積に属す

る。同経済圏は，北京大学や清華大学などの大学発ベンチャー企業が数多く立

地する都市型の北京ハイテク産業集積と，食品，衣料，雑貨，電子部品など幅

広い業種の日系企業が集積する大連複合産業集積と，エアバス，サムソン，ト

ヨタ自動車等の大手メーカーとその関連サプライヤー進出によって形成された

天津製造業産業集積とが７），交通物流インフラの整備８）により結びつくことで

広域産業集積地域として急速な発展の期待が近年高まってきている。

資料：各種資料より中小企業庁作成
（注）�各省市に記載している会社数は，21世紀中国総研編「中国進出企業一覧

（2003・2004年版）」に収録された日系企業数。
（出所）中小企業庁（2005）

図２－１　中国の産業集積形成分布



74

２．国際分業の中に組み込まれる日系中小企業の労働問題の実態

　既述のとおり，大手製造業の要請を契機に進出当初低コストの労働力を背景

に国際展開を進めてきた日系下請中小企業（サプライヤー）は，これまで「技

術力」と「価格力」を武器に比較的順調な成長を遂げて来た。しかし，近年の

中国政府の内需拡大の政策転換と地場企業の成長，国内市場の成熟化等による

中国国内における経営環境の変化に伴って，近年賃金アップや労働条件改善要

求を原因とする労働問題や技術流出問題を頻発させ，低コスト生産を難しくさ

せている。

　近年中国法制度は，社会主義体制下の法体系からグローバル・スタンダード

への大転換を図ってきている。一方で，この法制度変革の過程において多くの

矛盾が生じている実情がある。労働実務分野においてもその例外ではない。こ

れまで中国に進出した日系中小企業の多くは，現在，対中進出以前には考えら

れなかった労働問題に直面するようになってきている（詳しくは後述する）。

３．中国の法制度における労働法規の位置づけと労働法関連法規の特徴

　中国へ進出する日系中小企業が日常的に直面している労務実務問題を検討し

ていくうえで，中国法の概要，各種労働法規の位置づけ，効力における体系的

な理解が欠かせない。中国労働法体系及び労働法務事情はわが国と比較して未

整備な部分が多く，そもそも法社会環境が大きく異なる。法整備が未成熟ゆえ

に，中国全土において労働関係訴訟が日本と比べて頻発している実態がある。

そのため，現在中国全土において外資系企業の従業員により引き起こされる労

務関連訴訟は，日系中小企業の経営を圧迫する結果を生み大きな社会問題とま

でなりつつある。以下では，中国の全法体系における労働関連法規の位置づけ

とその効力関係及び特徴について整理したものを簡潔に解説する。

　中国の法律はその規定内容によって，①「憲法」，②「民法・商法」，③「経

済法」，④「行政法」，⑤「刑法」，⑥「社会法」の６分類に大別される。それを
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まとめたものが付表２－１である。

表２－１　中国の法律分類

法律の分類 規　定　内　容

１ 憲法 国家的性質，公民の基本的権利と義務などに関する規定

２ 民法・商法 民法総則・債権・物権・親族・商法総則・会社法等に関する規定

３ 経済法 税収，財務，会計，銀行，保険などの規定

４ 行政法 政府機構の行政管理の規定

５ 刑法 刑事犯罪及び刑罰等の規定

６ 社会法 労働制度，社会福祉等の規定

（出所）敬海法律事務所の提供資料を基に筆者作成

　上記６分類の法律のうち2008年に新たに制定された労働契約法及びその他の

労働関連法規は⑥の「社会法」の中に含まれ，主に労働者の権利保護や労働契

約の締結，履行，及び解除について規定している。そして法規範の階層に関し

て，上記６分類の法律のなかでは，第一階層の①「憲法」を頂点として，その

下位規範に第二階層の上記②～⑥「法律」が分類される９）。更にその下位規範

に，第三階層「行政法規」，第四階層「地方性法規」，第五階層「部門規定」，及

び「政府規程」が存在する。上記法規範の各階層別の分類及びその制定機関に

関して日本との相違点をまとめたものが付表２－２である。

表２－２　法規範の階層及びその制定機関

階層 法規範の分類
（中国） 制定機関（中国） 法規範の分類

（日本） 制定機関（日本）

第１階層 憲法 中国人民代表大会 憲法 国会及び国民投票

第２階層 法律 中国人民代表大会及
びその常務委員会 法律 国会
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第３階層 行政法規 国務院 条例 地方自治体議会

第４階層 地方性法規 各地人民代表大会及
びその常務委員会

第５階層 部門規定 国務院各部委員会

（出所）敬海法律事務所の提供資料を基に筆者作成

　現在中国において最重要規定として位置づけられる労働実務に関連する法律

は，「労働法」（1995年１月１日施行）及び「労働契約法」（2008年１月１日施

行）の２つである。いずれも近年になって整備されている。この２つの最重要

規定に基づき，国務院とその所属部門である労働部が制定する「細則」や，各

地方政府が各地域の状況に基づき制定した「地方性法規」，及び最高人民裁判所

が制定した「司法解釈」が存在する。これら法規が実際に最初の段階で，関わ

る労働法規ということにある。たとえば，本稿で取り上げる天津地域を例に挙

げれば，日系企業が労働実務問題に直面した場合に関わる重要な労働法規は14

存在する。それをまとめたものが付表２－３である。

　次に網一つの最重要規定と捉えられている「労働契約法」関して解説を加え

たい。中国では2008年の「労働契約法」（「労働合同法」，同年１月１日施行）を

皮切りに，「労働争議調停仲裁法」（同年５月１日施行）に続き「労働契約法実

施条例」（同年９月18日施行），及び「企業従業員年次有給休暇条例」（同年９月

18日施行）が相次ぎ施行された（付表２－３参照）。この労働契約法の主な特徴

は，①「書面による労働契約を義務付ける点（労働契約法第10条）」，②「『無期

限労働契約（終身雇用契約）』を企業に対し奨励する点（労働契約法第14条）」，

③「試用期間を労働契約の種類別に定めた点（労働契約法第19条，20条）」等が

挙げられる。これらが，実際の労働実務の問題の中で抵触する規定内容という

ことになる。
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表２－３　近年の労働関係の主要な法律法規
NO 法律名称 法律番号 実施日 公布部門 内容概要

１ 中華人民共和国労働
法

中華人民共和国
主席令（８期第
28号）

1995年１月１日 全国人民代表大
会常務委員会 

主に，就業の促進，労働契約と集団契約，
業務時間と休憩休暇，給与，労働安全衛
生，女性従業員と未成年労働者の特殊保
護，職業研修，社会保険と福利，労働争
議，監督検査，本法違反による法律責任等
内容を規定している。

２ 中華人民共和国労働
契約法

中華人民共和国
主席令（10期第
65号）

2008年１月１日 全国人民代表大
会常務委員会 

主に，労働契約の締結，労働契約の履行と
変更，労働契約の解除と終結，集団契約，
労務派遣，非全日制雇用の特別規定，各級
労働行政部門の監督検査，本法違反による
法律責任等内容を規定している。

３ 中華人民共和国労働
争議調停仲裁法

中華人民共和国
主席令（10期第
80号）

2008年５月１日 全国人民代表大
会常務委員会 

主に，調停，仲裁等内容を規定している。
その仲裁とは，主に仲裁の一般規定，仲裁
の申請と受理，開廷と裁決等の内容を含
む。

４ 労働保障監察条例
中華人民共和国
国 務 院 令（第
423号）

2004年12月１日 中華人民共和国
国務院

主に，労働保障監察職責，労働保障監察の
実施，本法違反による法律責任等内容を含
む。

５ 住宅積立金管理条例
中華人民共和国
国 務 院 令（第
350号）

2002年３月24日 中華人民共和国
国務院

主に，住宅積立金管理の機構及びその職
責，住宅積立金の納付，受領と使用，政府
関連部門の監督，本法違反による法律責任
等内容を規定している。

６ 社会保険費用収納暫
定条例

中華人民共和国
国 務 院 令（第
259号）

1999年１月22日 中華人民共和国
国務院

主に社会保険費用の収納管理，関連部門の
監督検査，本条例違反による法律責任等内
容を規定している。

７ 従業員年次有休休暇
条例

中華人民共和国
国 務 院 令（第
514号）

2008年１月１日 中華人民共和国
国務院

主に，年次有休休暇の享受条件，享受でき
ない当年の年次有休休暇の情況，年次有休
休暇の待遇，年次有休休暇の手配，関連部
門の監督責任及び，未使用の年次有休休暇
の消化方法等内容を規定している。

８ 天津市企業給与集団
協議条例

天津市人民代表
大会常務委員会
公告（第19号）

2010年９月１日 天津市人民代表
大会常務委員会

主に，給与集団協議代表，給与集団協議の
過程，給与集団協議内容，給与集団協議，
本法違反による法律責任等内容を規定して
いる。

９ 中華人民共和国労働
契約法実施条例

中華人民共和国
国務院令第535
号

2008年９月18日 中華人民共和国
国務院

主に，労働契約の締結，労働契約の解除と
終止，労務派遣の特別規定，本条例違反に
よる法律責任等内容を規定している。

10
《労働保障監査条例》
の実施に関する若干
規定

中華人民共和国
労働と社会保障
部令第25号

2005年２月１日
中華人民共和国
労働と社会保障
部

主に労働保障監査の適用範囲，労働保障監
査の受理と立件，調査と検査，案件処理等
内容を規定している。

11
最高裁判所の労働紛
争事件を審理する際
に適用する法律の若
干問題に関す解釈

法釈〔2001〕14
号 2001年４月30日 中華人民共和国

最高裁判所

主に，労働争議の範囲，労働争議仲裁委員
会の異なる処理結果に対する裁判所の処理
方式，使用者変更時の労働争議当事者の認
定，立証責任，労働争議倍賞等内容を規定
している。
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12
最高裁判所の労働紛
争事件を審理する際
に適用する法律の若
干問題に関す解釈（二）

法釈〔2006〕６
号 2006年10月１日 中華人民共和国

最高裁判所

主に，労働争議発生日の確定，若干情況の
下，裁判所の受理決定，労働争議に属しな
い事項，仲裁期間中断の情況，訴訟中の財
産保全措置等内容を規定している。

13
最高裁判所の労働紛
争事件を審理する際
に適用する法律の若
干問題に関す解釈（三）

法釈〔2010〕12
号 2010年９月14日 中華人民共和国

最高裁判所

主に，労働争議案件の受理範囲，労働争議
案件の訴訟主体，残業事実の立証責任，終
局裁決の認定基準，仲裁と訴訟の関係等内
容を規定している。

14 社会保険行政争議処
理弁法

労働と社会保障
部令第13号 2001年５月27日

中華人民共和国
労働と社会保障
部

主に，社会保険争議と取扱い機構の定義，
本弁法の適用範囲，社会保険争議の処理等
内容を規定している。

（出所）敬海法律事務所の提供資料を基に筆者作成

Ⅲ．　天津市における日系中小企業の労働実務問題

１．天津市の概要

　天津市は中国で直轄市として，政治・経済・交通の要衝として発展を遂げて

きた。天津市は，2009年末時点で面積は約11,917km2，北京市・河北省に隣接す

る15区３県の行政区画に分割されている（図３―１参照），人口979.8万人の都

市である10）。そのうち日本人の常住人口は約3,300人となっている。次に経済状

況についてみていくと，天津全市の合計 GDP の推移は，2006年度が43億4,427

万元，2007年度50億5,040万元（前年比15.2％増），2008年度63億5,438万元（前

年比16.2％増）となっており，人口と比例し年々増加基調にある11）。

　続いて2008年の天津市業種別の GDP は，第一次産業が2008年で112.58億元

（天津市全産業の GDP のうち1.9％を占める），第二次産業（工業及び建設業）

が3,821.1億元（60.1％），第三次産業が2,410.7億元（38.0％）となっている（図

３－２参照）。なかでも特筆すべき点は，上記2008年度の天津全市の GDP 業種

別構成をみると，第二次産業のうち，工業の GDP が全産業のそれに占める割

合が55％（3,533.86億元）に昇るという事実である。隣接する北京市の産業別

GDP と比較してこれを見ると（表３－１参照），北京市と天津市の人口，天津

市と北京市の第２次産業（特に工業）の業種別 GDP の前年比増減率の差は，
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第二次産業で＋15.8ポイント，工業で＋16.7ポイントと他の第１次及び第３次産

業の数値を圧倒している。上記データが示す通り，まさに近年の天津地域は工

業製品を生産する製造業企業の産業集積都市へと変貌を遂げていることが理解

できる。

　一方で，天津市の外資系企業が集

積する濱海新区における実際外資直

接利用額（外国直接投資額・実行ベー

ス）のデータをみても，2007年度で

3,924万米ドル，2008年度で5,077万米

ドルにのぼり，毎年増加し続けてい

る。天津市への外国資本進出の活発

さが窺える12）。

　このように天津地域は，活況を呈

する経済状況を背景とした日系企業

を始めとする外資系企業の盛んな投

資活動が進む製造業産業集積地域で

あることがわかる（表３－１参照）。
（出所）ジェトロ北京センター（2010）

（出所）ジェトロ北京センター（2010）

図３－１　天津市の地理的分布

図３－２ �天津市のGDP（左）および産業別GDP（右）の推移
（1999－2009）
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２．天津市の日系企業進出状況

　現在同地域に進出している各国別外資系企業数をみると，全外資系企業6,050

社のうち，日系企業は802社（2008年末時点データ）である13）。これは，第三位

の米国系企業に次ぐ第四位に位置づけられる。天津地域に進出する約800社のう

ち天津トヨタ，天津ヤマハ，天津三洋電機などの主要な大手日系企業は約40社

弱進出している。これを差し引くと天津に進出している中堅・中小企業は約760

社程度進出していることになる14）。また，製造業に限れば，天津日本人会に登

録している企業だけでも主要な大手日系企業は20社弱程おり中堅・中小企業サ

プライヤーの数は約340社存在し，全体の半数以上のシェアを占めていることが

分かる15）。

　図３－３は，1998年から2010年に天津日本人会に登録した企業数の推移を示

表３－１　2008年の天津市業種別GDP

項目
北京市 天津市 北京市と天津市の実績

及び増減率の差
GDP 実績
（億元）

前年比
増減率

GDP 実績
（億元）

前年比
増減率

両市のGDP実
績の差（億元）

両市の前年比
増減率の差

第１次産業 113 1.1 122.6 3.1 9.6 2.1
第２次業 2,693 2.4 3,821.10 18.2 828.1 15.8
工業 2,199 2.2 3,533.90 18.9 133.4 16.7
建設業 495 3.7 287.2 9.2 －207 5.5
第３次産業 7,682 11.7 2,410.70 14.7 －5271.3 3
交通・運輸・倉
庫・郵便業 506 4.1 320.6 9.9 －185.4 5.8

卸売・小売業 1,061 15.6 604.6 15.4 －456.4 －0.2
金融業 1,494 9.2 360.6 16.4 －1133.4 7.2
不動産業 611 －11.4 202.4 0.4 －408.6 11
その他 4,000 － 922.5 － －3077 －

（出所）�天津統計局ａ（2009年），天津統計局ｂ（2009年），及び北京統計局（2009年）
を基に筆者作成
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している。ここから登録企業数は，過去十数年で約２倍に増加していることが

分かる。このように，天津地域における製造業を中心とした産業集積が形成さ

れていることがうかがえる。特に，天津地域には天津トヨタの生産拠点が存在

し，それに付随するサプライヤー企業が同社周辺に産業集積を形成している16）。

　一般に自動車産業の場合，一台の車両を組み立てるのに２万点から３万点に

及ぶ部品を必要とする構造から，部品産業の取引関係が非常に重要な役割を果

すと言われている。すなわち，地理的に近接する地域に，親企業（大手自動車

メーカー）に供給するサプライヤーがどれだけ集積しているかが，生産性を規

定する。天津地域は，トヨタ自動車の進出を契機に，トヨタ系部品メーカーが

集中し，中国最大の自動車集積地の一つになりつつある。たとえば，トヨタグ

ループのデンソー，アイシン，ダイハツ，その他グループの主要メンバーは中

国でトヨタが進出するのとほぼ同時期に現地生産を始めており，またこれら一

次サプライヤーに限らず一次サプライヤーの下請となる二次サプライヤーに至っ

ても，近年，天津地域を中心に部品サプライヤーの生産拠点構えるようになっ

てきている。

年度（12月末） 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
法人会員数（単位：社）187 192 190 201 215 230 270 283 320 331 346 337 369

（出所）「天津日本人会事務局」提供資料（2011年１月13日入手）

図３－３　天津日本人会法人会員数（1998－2010）
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３．天津で起こっている労働実務問題の実態

　中国における労働実務問題の実態は，大企業こそ報道等で公にされ情報をつ

かめるが，中小企業や中堅企業となると，表面化するケースは決して多くはな

い。そのため，意外に日系中小企業の現地での問題は明らかにされていない。

しかし，現地での労働実務問題への対応如何では，経営存続を揺るがしかねな

い大きな問題へと発展するリスクを少なからず抱えている実態が存在する。

　以下では，天津の日系企業，特に中小企業・中堅企業（下請企業）の経営者

及び労務担当者（55社）へのインタビュー調査から得られた資料を基礎に，こ

れら企業が日常的に直面する労働実務問題についてその傾向と分析を試みる（表

３－２参照）。

　表３－２からわかるように，今回の調査結果でＬ類型（その他の法律問題）

を除いて２番目に多かった回答はＥ類型（労働契約解除に関する紛争・従業員

退職時に関する紛争）であった。今回の調査過程でＥ類型を回答した企業のう

ち，同時にＣ類型（残業時間オーバーに関する紛争）が発生した企業は３社（う

ち中小企業１社，中堅企業１社）あった17）。その内容は，⑴従業員が退職時に，

在職中働いた残業代を請求する，⑵従業員が退職時に地方労働局に残業時間オー

バーの実態を告発する等である。インタビュー調査の過程で現在天津地域に進

出する多くの日系企業の労働現場では，実際に残業代の支払がなされていない

実態が明らかになった18）。また，Ｅ類型に付随して発生する問題として「女性

従業員の妊娠による労働契約の延長」の問題を抱える企業が，計２社（うち中

小企業１社，中堅企業１社）存在した。

　Ｄ類型（従業員就業規則の制定及び改定・工会設立に関する問題）は全55社

のうち７社（うち中小企業は４社，中堅企業２社，大企業１社）であった。そ

のうち中小企業２社が規則制定する契機となった引き金として，Ｋ類型（社員

の不正行為に関するトラブル）と回答している。ちなみに，Ｋ類型（社員の不

正行為に関するトラブル）の問題が発生したと回答した企業は４社（うち中小
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企業４社）あった19）。Ｅ類型（労働契約解除に関する紛争・従業員退職時に関

する紛争）は11社（うち中小企業は４社，中堅企業５社，大企業２社）となっ

ており，労務管理に関わる問題発生率としては高い割合を示している。

　Ａ類型（大規模ストライキの発生）及びＢ類型（賃上げ要求によるサボター

ジュ）は賃上げ要求等のストライキ問題（労使間事件）に関わる事件が発生し

たと回答した企業が６社，うち中堅企業は４社，中小企業は２社確認された。

同類型に共通していることは，発生した場合法律事務所のほか地元政府や地元

警察などが介入するケースに発展するなど，問題解決に困難を極める傾向があ

る。

　Ｇ類型（立退き・移転問題及び新規会社設立及び営業拠点の増設）に関して

は，立退き問題が発生している企業は計２社（うち中小企業１社，中堅企業で

１社）あった。これら立退き問題の主な内容は，近隣地域の区画整理や公共道

路の拡張等に関わる補償問題である。発生率は，現在のところ低いが，発生し

た場合経営存続に関わる問題となっている。これら立退きを求められている中

小企業にとっては，会社の本来の会社業務とは別に新たな工場用地を探し出す

手間や移転に伴う諸般の手間に追われることになる。さらには，親企業との取

引コスト（輸送費や情報のやりとり等）を引き上げることにも繋がる。そのう

え移転補償金は，十分な支払金額ではなく経営基盤の脆弱な日系中小企業にとっ

て経営存続の危機にまで発展する重大な問題を引き起こしかねない深刻な状況

がうかがえる20）。

　一方で，Ｊ類型（特許侵害に関する紛争及び対策）及びＩ類型（債権回収に

関する紛争）を回答した中小企業は，それぞれ１社と最も少数であった。現状，

中国において模倣品被害を受ける中小企業は大企業同様に増加基調にあるが，

裁判費用の負担，情報収集や対策の難しさに加え，１社摘発したところできり

がないなどの理由から，法的措置や訴訟に至るケースは圧倒的に少ない。債権

回収に関わる紛争は，現状，日系企業間同士における取引間関係であること，
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表３－２　天津地域の日系企業が直面する労働実務問題
項目 Ａ類型 Ｂ類型 Ｃ類型 Ｄ類型 Ｅ類型 Ｆ類型

法律問題の類
型

大規模ストラ
イキの発生

賃上げ要求に
よるサボター
ジュ

残 業 時 間
オ ー バ ー
に関する紛
争

従 業 員 就 業
規 則 の 制 定
及び改定・工
会 設 立 に 関
する問題

労働契約解除
に 関 す る 紛
争・従業員退
職時に関する
紛争

労働災害に関
する紛争

問題要因 ①低賃金，長
時間労働等劣
悪な労働条件
に対する労働
者 の 改 善 要
求。②他社の
スト成功に触
発されて。

①低賃金，長
時間労働等劣
悪な労働条件
に対する労働
者 の 改 善 要
求。②他社の
成功事例に触
発されて。

法定労働時
間を超過し
た長時間労
働。

① 従 業 員 に
よ る 就 業 規
則の違反，規
則 に 規 定 し
て い る 以 外
の 行 為 等 に
よ り 問 題 発
生 ② 社 員 の
不 正 行 為 を
契 機 に 規 則
制 定 ③ 工 会
未設立。

①不当解雇申
立②産休期間
③社員の不正
行為による解
雇等。

① 危 険 な 作
業，出退勤時
間の事故等に
より発生。②
労災見舞金目
当てに労災を
偽装。

解決手段 ①地方労働当
局，法律事務
所，ストライ
キ指揮者，及
び従業員代表
と交渉。②労
働条件改善な
ど。

①地方労働当
局，法律事務
所，サボター
ジュ指揮者，
及び従業員代
表との話し合
い。②労働条
件改善など。

①地方労働
当局，訴え
出た者及び
従業員代表
との話し合
い。②残業
時間の短縮
③残業代支
払い。

① 法 律 事 務
所 に 相 談 し
た う え で 新
た に 従 業 員
規則を制定。
② 新 た に 工
会設立。

①訴え出た者
と の 話 し 合
い。②経済補
償金支払い③
裁判及び労働
仲裁による。

①社員との話
し合いにより
②裁判及び労
働 仲 裁 に よ
る。③社員へ
の職業訓練の
徹底④任意保
険加入の義務
化。

解決の可否及
びその会社数　　　　　　

（全55社中）

解決：４社中
４社

解決：２社中
２社

解決：３社
中３社

解決：６社中
４ 社・ 未 解
決：６社中２
社

解決：11社中
８社・未解決：
11社中３社

解決：２社中
２社

残された課題 ①解決後も，
他の社員が成
功事に触発さ
れて再度発生
する危険性あ
り。②日常の
予防措置講じ
る。

①解決後も，
他の社員が成
功事に触発さ
れて再度発生
する危険性あ
り。②日常の
予防措置講じ
る。

①未だ法定
労働時間の
基準が守ら
れ て い な
い。②残業
代を収入源
にする従業
員が残業を
無くす事に
反対してい
る。③残業
代が支払え
ない。

① 未 だ 従 業
員 規 則 を 制
定 し て い な
い。②本社が
工 会 を 設 立
しない方針，
従 業 員 が 反
対 等 の 理 由
で 未 だ 工 会
を 設 立 し て
いない。③就
業 規 則 制 定
後 も 従 業 員
が遵守しない。

①退職勧告し
たが，未だ退
職せず。②未
だ産休期間を
享受したまま。

①解決後も，
他の社員が成
功事例に触発
されて再度発
生する危険性
あり。

回 答 数 の 多
かった順位 6 8 7 4 3 8

（出所）インタビュー調査を基に筆者作成
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項目 Ｇ類型 Ｈ類型 Ｉ類型 Ｊ類型 Ｋ類型 Ｌ類型
法律問題の類
型

立退き・移転
問題及び新規
会社設立及び
営業拠点の増
設

会社間取引に
おける契約書
審査

債権回収に関
する紛争

特許侵害に関
する紛争及び
対策

社員の不正行
為に関するト
ラブル

その他個
別の法律
問題

問題要因 ①地方政府の
道路拡張や都
市再開発計画
による。②新
規開設手続の
煩雑さによる。

①契約条項の
内容通りに契
約が履行され
ない。②契約
内容は一応履
行されたが不
完全。

①債務者自身
の 債 務 不 履
行。②第三債
務者の債務不
履行による債
務者の不履行。

①他の中国企
業が日系企業
の知的財産権
を侵害する。
②中国におけ
る知的財産権
保護制度の未
整備。

①労働条件等
に不満を持つ
社員により発
生。②金銭等
の不正授受等
社員の不正行
為が常態化し
ている等の中
国特有の労働
事情。

－

解決手段 ①地方政府と
の立退き交渉
による。②法
律事務所や地
方当局との話
し合いによる。

①双方契約当
事者による話
し 合 い に よ
る。②法律事
務所へ相談。
③裁判及び仲
裁による。

①債権者と債
務者との話し
合いによる。
②法律事務所
へ相談。③裁
判及び仲裁に
よる。

①地方政府当
局，法律事務
所及び侵害相
手との交渉。
②模造品製造
現場へ踏査。
③裁判等手段
の活用。④特
許権等出願。

①社内規則の
整備。②日常
的な社内法令
遵守体制の強
化及び監視体
制強化。③社
員への教育体
制強化。④裁
判 等 へ の 出
訴。⑤不正行
為した社員へ
の懲罰及び解
雇。

－

解決の可否及
びその会社数　　　　　　

（全55社中）

解決：13社中
11社・未解決：
13社中２社

解決：５社中
４社・未解決：
５社中１社

解決：２社中
０社・未解決：
２社中２社

解決：１社中
０社・未解決：
１社中１社

解決：４社中
４社 －

残された課題 ①未だ立ち退
き料等条件面
で 一 致 し な
い。②未だ設
立手続等為さ
れていない。

①契約条件の
内容等への見
解の不一致に
より紛争再発
生 の 危 険 あ
り。②未だ契
約通りに履行
されない。

①債務者の資
金不足等によ
り契約内容通
り履行できな
い。②相手方
債務者のみな
らず，第三債
務者も債務者
に支払いが出
来ない。

①地財権侵害
相手の発見が
困難。②模造
品製造現場へ
の 踏 査 が 困
難。③裁判等
に 勝 訴 し て
も，未だ地財
権侵害が続い
ている。④地
方政府当局が
出願を受理し
ない。

①成功事例に
触発された他
の社員による
再発生の危険
性残る。②社
内体制強化後
も潜脱する社
員が存在。③
中国特有の労
働事情を変え
られない。④
裁判等に敗訴。

－

回 答 数 の 多
かった順位 2 5 8 9 6 1
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中国での生産受注数はこれまで増加基調にあったことなどの理由から，少なく

なっている。

　このように，天津に発生している労働実務上の傾向として，賃金や退職金を

めぐる生産コストに関わる労務問題の発生率が高い傾向がある。また，こうし

た問題は現状においては比較的早期に解決に向かう傾向がうかがえる。他方で，

スト，立ち退き，特許侵害などは，現状では比較的発生率が少ないが，一度発

生すると経営に多大なダメージを与える傾向がみられる。

２．労働実務問題の発生要因と問題の所在

　天津市では，2010年９月１日に「天津市企業給与集団条例」が施行された。

これにより集団労働争議の件数は，2007年の6,610件から2008年には16,912件へ

と急増した21）。同条例施行は，各種類型の法律問題発生を増加させている。

　本インタビュー調査によれば，Ａ類型（大規模ストライキの発生）およびＢ

類型（賃上げ要求によるサボタージュ）の発生要因として，第一に，低賃金，

長時間労働等劣悪な労働条件に対する労働者の改善要求が，第二に，他社の成

功体験に触発されるケースが挙げられる。AB 類型における円滑な解決の難し

さの背景には，企業側が予想し得ないタイミングで問題が発生する場合が多く，

その結果，問題発生後に事態収拾がしづらいとの意見があった。そこには，次

に説明する「工会」の不備がその問題を紐解く一つの説明となりえる。しかし，

工会設立を容易に行えない実態も同時に存在する。

　Ｄ類型（従業員就業規則の制定及び改定・工会設立に関する問題）に関する

発生要因は，⑴従業員による就業規則の違反，規則に規定している以外の不法

行為，⑵工会未設立などが挙げられる。とりわけ，「工会」設立をめぐっての課

題は根が深い。中国における「工会」組織は，日本でいうところの「労働組合」

にあたる。日本の労働組合との相違点は，工会と従業員代表が並存して設立す

ることが可能であること，工会のメンバーは従業員代表と兼任が可能であるこ
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と，が挙げられる22）。労務担当者へのインタビューから明らかになったことは，

⑴工会機能の効果自体に疑問を感じるため，⑵日本側本社がなるべく工会を作

らない方針である，⑶従業員達が設立に反対している，等の理由からそもそも

工会の設立をすべきかどうか法律事務所に相談するケースが増えている，とい

うことである23）。日系企業側の⑴⑵の主張からは，中国への生産コスト重視の

進出目的が見え隠れする。本インタビュー調査から，実際に問題発生後に工会

が労使間の意見調整をしないことが分かった。すなわち，日本企業側は，労使

交渉による長期雇用を重視していないとも伺えてしまう点が気になる。一方で，

工会がないことは「ガス抜き」を行っていないということでもある。「交渉」を

行わないことで，不満の「原発」がみえづらくなるうえに，交渉相手も見えて

こない。そのうえ，従業員側の不満は，大きくなっていき問題は深刻化してい

く，という実態上の問題点が存在する。こうした要因が積み重なり，前段で指

摘した企業側が予想し得ないタイミングで問題が発生することに繋がっている。

　続いて，就業規則の違反や規則に規定している以外の不法行為に関わる問題

発生要因については，そもそも現地の日系中小企業では「就業規則不備」が多

いことが分かった。その理由としては，労務担当者らからは⑴「中小企業であ

るために，未だ社内に就業規則制定に対する知見と経験が不足している」，⑵

「今まで問題発生していなかったため，整備の必要を感じなかった」等の意見が

あった。たとえば，労務担当者に対するインタビュー調査の中で「社員の通勤

途中の自動車事故に対して未だ就業規則を未整備である」という話があったが，

こうした現状は次に述べる労災の課題にも直結する。本事例が象徴するように，

中小企業の労務問題対策は後手に回っていることがうかがえる。

　Ｆ類型（労働災害に関する紛争）が発生する要因として，第一に，危険な作

業，出退勤時間中の事故により発生する，第二に，労災見舞金目当てに労災を

偽装する，が挙げられる24）。実務上では，社員の出退勤時間中の交通事故の際

の労災の取扱について特に問題となる。工場での作業時に社員が労災事件を引
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き起こす可能性が高い実情はある中，中小企業では社内カメラの設置や従業員

を監視する管理システム等，工場の隅々にまで目が行き届かない実態がある。

このため，仮に偽装申告があったとして，それを立証することは難しいといっ

た課題がある。

　Ｋ類型（社員の不正行為に関するトラブル）の発生要因については，中小企

業であるが故に低賃金であることや各種厚生制度等に何らかの不満を持つ社員

により引き起こされるケースが多い。以前より中国の労働者の低賃金が問題視

されているが，その背景には日系中小企業の経営逼迫を原因とした労働コスト

削減を求める実態が無関係ではない。また，社員の不正行為（担当者の取引先

からの金銭等授受，社員による会社物品の窃盗など）が常態化している中国の

労働慣習によるところも大きい。

　Ｅ類型（労働契約解除に関する紛争・従業員退職時に関する紛争）の発生要

因に関しては，第一に，不当解雇申立，第二に，産休期間，第三に，従業員の

不正行為による解雇　等が挙げられる25）。本インタビュー調査から明らかになっ

た当該問題発生要因の特徴は，前節でも述べたとおり，他の問題が同時に複合

的に発生する傾向がある，ということである。その理由は，⑴在職時には労使

関係にあるため申し出にくい，⑵退職時に社員の不正行為を発見した等が考え

られる。

　次に統計上は少数派であった問題を検討していきたい。今回の調査では，Ｉ

類型（債権回収に関する紛争）が発生したと回答した企業は少数であった。そ

の理由として，本インタビュー調査から現在天津市に進出する日系中小企業の

多くは日系企業間の取引が大半を占めるサプライヤーとして進出しているため

債権回収問題のリスクは回避できている，ということが分かった。とりわけ，

天津において生産規模を拡大するトヨタ自動車の子会社及びその関連部品メー

カーであることは債権回収リスクを軽減している。一方で，商社及び販売会社

の業態ではローカル企業との間で製品の売買がなされる際に，容易にＩ類型（債
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権回収に関する紛争）のトラブルが発生しやすい傾向がある事実が確認され

た26）。Ｉ類型のトラブルが発生する要因の一つには，現在の中国手形法上不渡

りを生じた企業への罰則が規定されていないことが考えられる27）。近年の日系

中小企業は，ローカル企業への販売活動を始める企業や，輸出から中国国内市

場へ製品の販売先を転換する企業が増加しているため，それに伴って今後中国

企業との間でＩ類型（債権回収に関する紛争）のトラブルが増加に転じる可能

性は高い。

　最後にＪ類型に関しての発生要因であるが，第一に，現在の中国社会におけ

る知的財産保護への体制不備，第二に，国民の遵法意識の欠如等によるところ

が大きい。Ｊ類型（特許侵害に関する紛争及び対策）は，日系中小・中堅企業

が産業集積を同地域で進めていく過程で増加が予想される類型である。同時に，

Ｈ（会社間取引における契約書審査）及びＩ類型（債権回収に関する紛争）に

ついても日系中小・中堅企業が自社製品を開発し，「横請」取引や「異業種」取

引等の水平的取引関係を増やす過程で，問題発生増加が見込まれる類型と言え

る。すなわち，今後ローカル企業や異業種企業との横請けや異業種間取引が増

加した場合，支払い遅延によるＩ類型（債権回収に関する紛争）が増加したり，

今まで取引経験が無かったことによる未知の問題を予防する為にＨ類型への対

応の必要があったりと，新たな問題が発生することが考えられる。

Ⅳ．現場での労働実務問題への対応方法と今後の戦略的視点

　これまでみてきた労働実務上の諸問題の発生を未然に防ぐために，日系企業

は様々な対策を講じている。まず，人材確保対策やストライキ防止対策など労

務管理の観点から対策をみていく28）。そのうえで，産業集積の観点から戦略上

の視点を示唆する。

　⑴中国沿岸部の大都市では「出稼ぎ労働者」が多く存在した。しかし，冒頭
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でも示したとおり中国の近年における内需政策転換により内陸部の開発が進み，

出稼ぎ労働者の相対的人数が減り慢性的な（良質な低賃金労働者の）人手不足

に陥っている傾向がある。さらに，不動産価格の高騰を背景に，低賃金で働く

従業員にとって住宅費の捻出は大きな負担となっている。このため，社員寮を

建設することで，都市部へ出稼ぎに来た農民工の働きやすい環境（福利厚生）

を整備する事が良質な労働力確保に繋っている29）。翻って，遠隔地からの単身

赴任者に対しては，長期の帰省休暇を認めねばならない。このため，生産計画

に影響を及ぼしている実態も否定できない。また，社会が成熟化し格差が広が

る中で，遠隔地から出てくる単純・未熟練工労働者がそこから脱却できずに，

低賃金のうえ劣悪な労働条件が続くことは従業員の感情的な反発を生み，社内

の不正行為やストライキを発生させる引き金となり悪循環を作り出すリスクを

はらむことになる30）。

　産業集積論の観点からは，距離の近接性がもたらす外部経済効果（高度熟練

人材のプールや輸送費コスト，収穫逓増など）が重視される。これらの観点を

勘案すると，今後の対策としては，地域内の優秀な労働力に目を向け，それを

積極的に活用していく生産性向上を意識した経営管理と経営戦略の視点が求め

られる31）。

　⑵地域内における工場の従業員らの間では近隣の同業種の日系企業の賃金や

社内事情の情報が日常的に共有されており，他社のストライキ事情を熟知して

いる実態がある。産業集積おける距離の近接性は，フェイス・トゥー・フェイ

スの情報交換を可能とする。これは，ポジティブな観点から捉えれば，地域内

に情報伝達をもたらすばかりでなく，知識伝播を引き起こす。いわゆる「暗黙

知」による学習効果である。一般に，これはイノベーションを起こすうえで有

効なプロセスとして捉えられている。一方で，暗黙知による効果をネガティブ

な観点から捉えれば，経営者や企業にとって都合の悪い情報をも共有・共感し，

ストライキに発展させる可能性をはらむ負の効果も指摘できる。このため，現
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地の日系中小企業は近隣の同業種，他の日系企業，及び元請の大企業と従業員

の待遇に関わる情報を共有し他社と足並みを揃えることで，未然に不満をでき

る限り抑えようとする対策を講じている。翻って，最近の人材不足の動向を背

景に，他の日系企業や同業種の企業より少し高い賃金を支払うことで，自社の

ストライキを避けようとする企業もでてきた。産業集積化が進むにつれて，今

後人材の流動性の高まりは避けて通れなくなってくる。成長する産業集積に組

み込まれる競争力を持った企業は，より高い技術力や管理能力をもとめるよう

になり，労働者はよりよい労働環境と条件を求めるようになり，域内での企業

間移籍が活発化することになる。すなわち，優秀な熟練工や管理職等がよりよ

い条件を提示する企業へと容易に転職を行うようになり人材の流動性は高まっ

ていく。それに伴い地域の平均賃金単価は上昇する。しかし，生産性をあげる

ことなく，高い賃金は支払うことはできない。今後は，日系中小企業において

は，単に高い賃金条件を提示するだけではなく，生産性向上を意識した新技術

開発における特許権対策（Ｊ類型）や，企業への長期定着を意識した人材育成

対策，既述の福利厚生対策なども併せて講じていくことが重要になってくるも

のと思われる。ちなみに，Ｊ類型に対する対策としては，模倣品対策を意識し

た権利取得が考えられる。具体的には，①ブランドの漢字表記，②英語表記，

社章マークなどを商標登録することで権利を主張でき，侵害を受けたとき現地

当局に取り締まりを求めることができる。また，模倣品で侵害を受けたときに

は，地元調査会社を活用し，商品流通ルートのネットワークを全容解明し，最

終的には摘発を行う戦略的姿勢も必要である。

　次に，立ち退き問題について対策と戦略をみていく。

　⑶Ｇ類型（立退き・移転問題）に関して，社会主義市場経済体制下の中国に

おいて私人が公的機関を相手にして行政訴訟を提起した場合に原告側企業が勝

訴する見込みはほとんど期待できない32）。すなわち，中国民法においては，「公

共の利益」が「私人の私有財産処分の自由」よりも優先させる傾向が強い。そ
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のため，道路の拡張や区画整備及び都市再開発等を理由とする立退き命令が発

せられる場合，たとえ土地使用期限内であっても大半のケースでは一定額の補

償金を支払ったうえで地方政府側に工場用地を接収されてしまうのが通常であ

る。その一定額の補償金は，政府から提示される土地の価格に相当する補償金

額に従うことになる。中国では土地の価格を調べる際に，土地価格評価の資格

を有する土地建物評価機構が存在し，当該機構が算出した価格を参考に立退き

補償金額が提示されるのが通例である33）。ちなみに，私人間取引時における工

場用地周辺の路線価格の調査を行う場合は，市場価格を算出するには調査会社

が当該工場周辺の企業に土地価格の聞き取り調査をするか，又は不動産鑑定資

格を有する専門の不動産評価会社に土地の市場評価額算出依頼をして調査させ

るのが一般的である34）。立退き交渉の際には，実務上，土地市場価格も相当程

度参考にされるが，最終的には，土地評価機構が法律に則って算出した価格が

交渉の材料となる。

　また，立退きを求められている企業にとって，工場建物が第三者からのリー

ス物件なのか，もしくは自社が建設したものなのかによっても影響が異なって

くる。なぜなら，工場建物を第三者よりリースした場合，単に建物リース料分

の立退き補償金のみ受け取ればそれ以上の損害は企業側に無い。他方で，自社

建設の場合，工場移転費用や休業補償費用や社員への給料補償以外にも，建物

リース料より相当程度高額な建物建設費分の補償金を支払われなければ企業側

は多大な損害を被ることになる。しかし，通常の政府側が提示する立退き補償

金額の中には，建物建設費用分の補償金は含まれない場合が一般的である。し

たがって，自社による工場建物建設の場合には企業側（特に中小企業）にとっ

てその負担は存続の危機にかかわる重大な問題を生じさせるケースが多くなっ

ている35）。このため，取引先を重視した立地選択を行う際に，産業集積内やそ

の他集積地域へ必要に応じてスムーズに移転できるよう，リース物件を選択す

る方が望ましいものと思われる。
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　続いて，債権回収問題について対策と戦略みていく。

　⑷Ｉ類型（債権回収に関する紛争）に関しては，実態上，中国企業を相手と

した裁判や仲裁に勝訴して強制執行を行っても，中国企業側に債務支払い能力

が無い，あるいは強制執行妨害される等の原因により債権回収率が悪くなると

いう問題がある。翻って，近年における現地地場企業の技術力の向上を受けて

リスクは高いかもしれないが今後，企業情報の少ない地場企業との取引を戦略

的に展開していく視野を持つことも求められる。産業集積が高度化する中で，

自社の生産性を高めていくためには，請負の製造受注ばかりではなく多様な取

引関係を構築し，自社製品に関わる技術革新を能動的に起こしていく必要があ

る。そのとき，地場の大学や研究機関，さらには地場の技術開発力の高い企業

との関わりも深くなる。目下，地元大学との連携に至らなくても，一次サプラ

イヤーとして，現地の二次サプライヤーを採用し取引先を広げていく動きは現

実に起きている。こうした状況の中，債権回収率を高めるためには，現地地場

企業との取引に入る前に信用調査や債権保全措置を講じることが最も効果的な

対策となる。

　最後に，Ｆ類型（労働災害に関する紛争）について対策と戦略をみていく。

　⑸ここでは具体的に「社員の交通事故時の労災認定」に焦点をあてて検討し

ていく。天津市においては，「労災認定問題に関する通知」（2004年４月10日施

行）が発せられるなど，近年急速に当該分野に関わる法体制の整備がなされて

いる。労災保険条例第14条⑹（2004年１月１日施行）において，通勤途中の社

員の交通事故について規定している。当規定では，基本的に通勤途中の社員の

交通事故に対して労災認定すると規定している。非合理な路線，時間における

負傷及び無免許運転又はナンバープレートの無い自動車を運転中に負傷した場

合は，労災対象外として除外している。そして最新の立法動向として，2009年

７月１日「国務院の『労災保険条例』の改訂に関する決定（案）」（国務院法制

局）のなかで，上述の場合を認定範囲から削除している。このように，現地の
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新たな法整度を活用するとともに，自社の中においても社内規定を制定してお

くことが望まれる。しかし，Ｄ類型（従業員就業規則の制定及び改定・工会設

立に関する問題）における「就業規則に関する問題」のように，新たに就業規

則を制定しても，従業員がそれを遵守しない実態が経営者を悩ませている。こ

こでは規定制定とともに，日常的な就業規則に対する社員教育の徹底や社内監

視体制の強化，企業理念の浸透等を併せて図っていくなどの対応が必要になる。

むすびにかえて

　かつて製造業が現地調達の観点から懸念した中国地場企業の「技術力」「対応

力」はこの20年の間に飛躍的に成長を遂げてきている。昨今の中国における政

策はそれを積極的に支援する体制にある。発注元である大企業が立地を転換せ

ずとも，最適な調達先を求め現地の取引先は多様化しつつある。日系中小企業

は，現地地場企業と直接競争にさらされる時代となったのである。

　これは，「下請」として現地進出した日系中小企業にとっての価格競争面にお

ける限界を示すことを意味する。今後現地で生き残るためには，技術力プラス

価格プラスαの優位性が求められる。しかし，下請という位置づけは親企業と

の従属関係から，「プラスα」として求められる新技術の開発力や提案力を生み

出しにくくさせている実態がある。

　このような「分業の位置づけ」による構造的な問題は，国際分業が進む中，

今後下請中小企業の経営課題をより一層複雑化かつ深刻化させていくものと思

われる。他方で，近年中国の成長戦略の方向転換とは裏腹に，中国に国際展開

する日系企業は増加を続けている。同時に，中国進出から発生している問題は

現地でのあらゆる現実的な経営課題へとなり表面化し，日系中小企業が抱える

労働実務問題へと波及し始めている。本稿でみてきたとおり，日系中小企業は，

異なる法体系，商慣習の中で様々な予想もしなかった問題に直面しそれに対し
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試行錯誤対策を講じている。

　しかし，実態上，残念ながら現在の対策を講じるだけでは本質的な問題解決

には繋がっていない。今後，中国に進出する日系中小企業は，成熟する中国市

場の中で益々厳しい競争にさられていくことになる。本稿で触れてきたとおり，

現代グローバル経済における日系中小企業の企業戦略を検討するうえで，「産業

集積」を強く意識することが必要不可欠となる。その際，中小企業そのものの

本来もつ「強み」を再認識したうえで，販路開拓，技術革新を常に目指し，分

業の位置や立地等を戦略的に考慮していくことが重要となる。

　本稿では，インタビュー調査を通して労働実務問題を解明するために，業種，

進出時期，問題発生時期，分業の位置，取引関係，自社製品開発有無，売上の

推移等の項目別に天津に進出する日系サプライヤーの企業特性の細かい分類を

試みた（表４－１参照）。しかしながら，時間の制約上，当一覧表の精緻化と分

析を行ったうえで，労働実務問題との相関関係を検討し具体的な経営戦略を提

示するところまでは残念ながら至らなかった。実践上の展望を見出すためには

そこまでの分析が必要とされるものと思われる。また，天津地域のみの事例か

らだけで一般化することにも限界がある。

　以上、本研究から浮かび上がってくる残された研究課題は「中国産業集積地

域に進出した日系製造業は，分業の位置によって，生じる労働問題の性質及び

内容が異なるのか否か。すなわち，脱下請企業（自社製品保有，異業種取引有）

等の水平的取引関係を構築している企業とそうでない企業は，労働問題の質が

かわってくるのか否か（下請企業は，より深刻な労働問題を抱えることになる

のか否か）。」を検証することである。
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表４－１　天津日系中小企業の分業構造分析マトリクス表

会社名 会社規模の
分類 業種・事業概要 分業の位置 自社製品

保有有無 取引先 進出時期 問題発生時期・
問題類型

法律事務所
起用有無

売上げの増減
（08年－10年）

西青経済開
発区Ｋ社

本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

自動車部品製造業
（精密樹脂成形・
精密金型）

下請け（２
次）

自社製品：
無し

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2002年
11月18日

１年目で発
生・Ｇ類型

起用 ’08：増／
’09：増／
’10：増

西青経済開
発区Ｋ社

本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

自動車部品製造業
（プラスチック製
造・ブロー成形・
自動車部品販売）

下請け（２
次）

自社製品：
無し

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2004年
１月１日

５年目で発
生・Ｂ類型

起用 ’08：増／
’09：増／
’10：増

西青経済開
発区Ｔ社

本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

自動車部品製造業
（自動車用印刷プ
レス製品製造）

下請け（１
次）

自社製品：
無し

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2004年
５月12日

１年目で発
生・Ｇ類型

以前に起
用

’08：増／
’09：増／
’10：増

西青経済開
発区Ｓ社

本社：中小
企業／
現地法人：
中堅企業

自動車等各種製品
製 造 業（プ ラ ス
チック金型製造・
成形加工・自動車
内装部品・パソコ
ン部品・通信機器
部品製造 ）

下請け（１
次）／横請
け／異業種
間取引

自社製品：
あり

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2002年
４月１日

１年目で発
生・Ｇ類型

起用 ’08：／－
’09：／－
’10：－

西青区Ｔ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
中堅企業

自動車等各種製品
製造業（電子部品
製造）

下請け（１
次）／異業
種間取引

自社製品：
ある

現地生産現地
日系企業と取
引

2004年
２月９日

３年目で発
生・Ａ類型

起用 ’08：減／
’09：減／
’10：減

西青経済開
発区Ｊ社

本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

自動車部品製造業
（自動車部品の製
造）

下請け（１
次）／異業
種間取引

自社製品：
あり

現地販売 2004年
８月１日

５年目で発
生・Ｃ類型

起用 ’08：増／
’09：増／
’10：増

東麗経済開
発区Ｎ社

本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

自動車部品等製造
業（自動車用合成
ゴム製造販売・接
着剤粘着テープ製
造）

下請け（１
次）／横請
け／異業種
間取引

自社製品：
あり

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2006年
９月23日

１年目から
発生・Ｇ類
型

起用 ’08：増／
’09：増／
’10：増

西青経済開
発区Ｓ社

本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

自動車部品等製造
業（自動車・一般
機械産業向け金型
部品の設計製造）

下請け（２
次）／横請
け／異業種
間取引

自社製品：
あり

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2004年
６月10日

特に発生せ
ず

未だ起用
なし

’08：減／
’09：増／
’10：増

北辰区Ｔ社 本社：中小
企業／
現地法人：
中小企業

自動車等各種製品
製造業（自動車部
品等プラスチック
原料着色加工）

下請け（２
次）／横請
け／異業種
間取引

自社製品：
あり

現地生産／現
地の日系企業
に販売

1997年
12月１日

12年目で発
生・Ｄ類型，
Ｋ類型

起用 ’08：増／
’09：増／
’10：増

東麗経済開
発区Ｓ社

本社：中堅
企業／
現地法人：
中堅企業

自動車部品製造業
（動力伝動装置と
関連制御装置生産）

下請け（２
次）

自社製品：
あり

現地生産／現
地の日系企業
に販売

1995年
10月10日

１年目で発
生・Ｇ類型

起用 ’08：減／
’09：増／
’10：増

新技術経済
産業苑区Ｏ
社

本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

各種製品製造業
（自動車用等高性
能塗料等の製造）

横請け／異
業種間取引

自社製品：
無し

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2006年
１月１日

１年目で発
生・Ｇ類型

以前に起
用

’08：減／
’09：増／
’10：増
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会社名 会社規模の
分類 業種・事業概要 分業の位置 自社製品

保有有無 取引先 進出時期 問題発生時期・
問題類型

法律事務所
起用有無

売上げの増減
（08年－10年）

空港物流加
工区Ｍ社

本社：中堅
企業／
現地法人：
中型企業

自動車部品製造業
（自動車ブレーキ
部品等製造）

下請け（１
次）

自社製品：
あり

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2004年
４月30日

１年目で発
生・Ｇ類型

起用 ’08：減／
’09：増／
’10：増

武清開発区
Ｉ社

本社：中小
企業／
現地法人：
中小企業

自動車等各種製品
製造業（化学機械
設計製造）

横請け／異
業種間取引

自社製品：
あり

現地生産／現
地の日系企業
に販売現地販
売

1996年
11月12日

１年目で発
生・Ｇ類型

起用（日
本及び上
海で）

’08：減／
’09：減／
’10：増

静海県Ｊ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

自動車部品製造業
（ゴムパウンド販
売）

下請け（２
次）

自社製品：
無し

現地生産／日
系現地法人に
販売

1995年
12月６日

15年目で発
生・Ｇ類型

未だ起用
無し

’08：減／
’09：増／
’10：減

新技術経済
産業苑区Ｎ
社

本社：中小
企業／
現地法人：
中小企業

自動車部品製造業
（自動車用プレス
部品製造）

下請け（１
次）

自社製品：
無し

現地生産／日
系企業に販売

2006年
８月１日

３年目で発
生・Ａ類型，
Ｅ類型

未だ起用
無し

’08：増／
’09：増／
’10：増

武清開発区
Ｔ社

本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

自動車部品製造業
（成型組付けの一
貫生産）

下請け（２
次）／横請
け／異業種
間取引

自社製品：
無し

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2003年
５月19日

７年目で発
生・Ｂ類型
発生

未だ起用
無し

’08：増／
’09：増／
’10：増

河西区Ｔ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

自動車部品製造業
（自 動 車 用 各 種
ケーブル生産）

下請け（１
次）

自社製品：
無し

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2003年
９月29日

未だ発生せ
ず

未だ起用
無し

’08：増／
’09：増／
’10：増

西青区Ｆ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
中型企業

自動車部品製造業 下請け（１
次）

自社製品：
無し

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2002年
２月１日

８年目で発
生・Ａ類型

起用 ’08：増／
’09：増／
’10：増

南開区Ｔ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

自動車部品製造業
（自動車用冷間成
形ばね製造）

下請け（１
次）

自社製品：
無し

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2003年
11月１日

特に発生せ
ず

未だ起用
無し

’08：増／
’09：増／
’10：増

静海県Ｓ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

各種製品製造業
（合成樹脂製品生
産・ 携 帯 電 話 部
品・薄型テレビ部
品等アッセンブ
リー）

下請け（１
次）／横請
け／異業種
間取引

自社製品：
あり

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2006年
９月１日

２年目で発
生・Ｃ類型

未だ起用
無し

’08：減／
’09：増／
’10：増

東麗経済開
発区Ｓ社

本社：中小
企業／
現地法人：
中小企業

各種製品製造業
（金属部品製造・
釣具台所用品生産）

下請け（一
次）／横請
け／異業種
間取引

自社製品：
あり

現地の日系企
業に販売／日
本の第三者企
業に販売

2004年
７月２日

２年目で発
生・Ｅ類型，
Ｋ類型発生

未だ起用
無し

’08：減／
’09：増／
’10：増

西青経済開
発区Ｎ社

本社：中小
企業／
現地法人：
中小企業

自動車部品製造業
（自 動 車 等 薄 型
コーティング加工
サービス）

下請け（１
次）／横請
け

自社製品：
無し

現地の日系企
業に販売

2008年
３月１日

未だ発生せ
ず

未だ起用
無し

’08：増／
’09：増／
’10：増

西青経済開
発区Ｕ社

本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

自動車等各種製品
製造業（自動車等
各種金型・型部品
製造・特殊鋼）

現地製造現
地の他の日
系企業に販
売

自社製品：
あり

現地製造現地
の他の日系企
業に販売

2006年
11月３日

２年目で発
生・Ｄ類型

未だ起用
無し

’08：減／
’09：増／
’10：増
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会社名 会社規模の
分類 業種・事業概要 分業の位置 自社製品

保有有無 取引先 進出時期 問題発生時期・
問題類型

法律事務所
起用有無

売上げの増減
（08年－10年）

西青区Ｍ社 本社：中小
企業／
現地法人：
零細企業

自動車等各種製品
製造業（自動車用
等アルミニウム製
造設備設計製造）

現地製造現
地の他の日
系企業に販
売

自社製品：
あり

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2010年
１月26日

未だ発生せ
ず

未だ起用
無し

’08：増／
’09：増／
’10：増

武清区Ｔ社 本社：中小
企業／
現地法人：
中小企業

自動車部品製造
（プレス部品））

下請け（２
次）

自社製品：
無し

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2004年
６月28日

未だ発生せ
ず

未だ起用
無し

’08：増／
’09：増／
’10：増

西青経済開
発区Ｓ社

本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

自動車部品製造業
（自動車用電磁ク
ラッチ，ブレーキ
製造）

下請け（１
次）

自社製品：
無し

現地生産／現
地の日系企業
に販売

1994年
８月22日

未だ発生せ
ず

未だ起用
無し

’08：減／
’09：増／
’10：増

西青経済開
発区Ｎ社

本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

自動車部品製造業
（自動車防音部品
製造）

下請け（１
次）

自社製品：
あり

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2004年
２月25日

１年目で発
生・Ｅ類型

起用 ’08：減／
’09：増／
’10：増

西青経済開
発区Ｐ社

本社：中小
企業／
現地法人：
中型企業

製造業（ミシン部
品生産）

横請け 自社製品：
有り

現地生産／日
本の本社に卸
す

1994年
２月19日

１年目で発
生・Ｇ類型

起用 ’08：減／
’09：増／
’10：増

南開区Ｋ社 本社：大企
業／
現地法人：
中小企業

ゲームソフト製造
業（ゲームソフト
の開発・製造）

親請け・横
請け

自社製品：
有り

現地生産／現
地販売

1989年
８月１日

未だ発生せ
ず

未だ起用
なし

’08：増／
’09：増／
’10：増

津南区Ｔ社 本社：中小
企業／
現地法人：
中小企業

ベット用品製造業 横請け／異
業種間取引

自社製品：
無し

自社製品製造
／親会社に卸
す／現地生産
／現地販売

1993年
12月14日

未だ発生せ
ず

未だ起用
なし

’08：増／
’09：増／
’10：増

西青区Ｒ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

食品製造業 横請け 自社製品：
あり

現地生産／日
本にある日系
企業と取引

1993年
10月25日

１年目で発
生・Ｅ類型

以前起用 ’08：減／
’09：減／
’10：減

東麗区Ｒ社 本社：中小
企業／
現地法人：
中小企業

製造業（紐バンド
等加工と成型品生
産）

下請け／横
請け／異業
種間取引

自社製品：
無し

現地製造日本
の第三者に販
売

1996年
３月２日

７年目で発
生・Ｇ類型

起用無し ’08：減／
’09：減／
’10：減

漢沽区Ｓ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

製造業（自動車用
等潤滑油の製造）

横請け／異
業種間取引

自社製品：
有り

現地生産／現
地日系企業に
販売・現地販
売

1995年
１月１日

１年目で発
生・Ｈ類型

起用 ’08：増／
’09：増／
’10：増

東麗区Ｏ社 本社：中小
企業／
現地法人：
中小企業

製造業（化粧用具
全般製造）

横請け 自社製品：
あり

自社製品製造
のため親会社
に卸す

1992年
１月23日

特に発生せ
ず

未だ起用
無し

’08：増／
’09：増／
’10：増

保税区Ｎ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

製造業（テープ等
加工）

下請け（一
次）／横請
け／異業種
間取引

自社製品：
無し

現地生産／現
地日系企業に
現地販売

2000年
３月16日

１年目で発
生・Ｌ類型

起用 ’08：減／
’09：減／
’10：減
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会社名 会社規模の
分類 業種・事業概要 分業の位置 自社製品

保有有無 取引先 進出時期 問題発生時期・
問題類型

法律事務所
起用有無

売上げの増減
（08年－10年）

西青経済開
発区Ｋ社

本社：中小
企業／
現地法人：
中小企業

製造業（食品製造
用機械製造）

横請け 自社製品：
あり

現地生産／日
本の第三者企
業に販売

2005年
11月30日

１年目で発
生・Ｄ類型，
Ｅ類型，Ｆ
類型，Ｋ類
型

起用 ’08：増／
’09：増／
’10：増

武清区Ｔ社 本社：中小
企業／
現地法人：
中小企業

製 造 業（コ ン ク
リート二次製品の
製造）

横請け・異
業種間取引

自社製品：
あり

現地販売／日
本の日系企業
に販売

2002年
11月15日

未だ発生せ
ず

未だ起用
無し

’08：増／
’09：増／
’10：増

河西区Ｗ社 本社：中小
企業／
現地法人：
中小企業

製造業（アクリル
ラック製造）

横請け・異
業種間取引

自社製品：
有り

現地生産／日
本の第三者企
業に販売・現
地の他の日系
企業に販売

1993年
３月18日

10年目で発
生・Ｋ類型

以前に起
用

’08：減／
’09：減／
’10：減

西青区Ｔ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
中堅企業

製造業（医薬品の
製造）

横請け 自社製品：
有り

現地生産／日
本の第三者企
業に販売・現
地販売

1994年
１月１日

７年目で発
生・Ｅ類型

未だ起用
無し

’08：増／
’09：増／
’10：増

西青経済開
発区Ｔ社

本社：大企
業／
現地法人：
中型企業

製造業（印刷用イ
ンキ，樹脂等製造）

異業種間取
引

自社製品：
あり

現地生産／現
地日系企業に
現地販売

1994年
１月１日

未だ発生せ
ず

起用（上
海）

’08：増／
’09：増／
’10：増

西青経済開
発区Ｍ社

本社：中小
企業／
現地法人：
中小企業

製造業（プレス加
工， 全 工 程， 樹
脂，プレス，電子
部品のアッセンブ
リ）

下請け（２
次）／異業
種間取引

自社製品：
無し

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2005年
５月１日

１年目で発
生・Ｄ類型，
Ｈ類型発生

起用 ’08：増／
’09：増／
’10：増

西青区Ｒ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
中堅企業

製造業（自動車等
電子原器製造）

下請け／横
請け／異業
種間取引

自社製品：
あり

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2000年
11月27日

未だ発生せ
ず

起用（日
本本社）

’08：増／
’09：増／
’10：増

西青経済開
発区Ｍ社

本社：中小
企業／
現地法人：
中小企業

製造業（自動車用
合成樹脂原料加工）

下請け（１
次）

自社製品：
無し

現地生産／現
地の日系企業
に販売

2002年
９月14日

未だ発生せ
ず

未だ起用
無し

’08：減／
’09：増／
’10：増

西青経済開
発区Ｍ社

本社：中小
企業／
現地法人：
中小企業

製造業（自動車用
等塗料製造）

下請け（２
次）／横請
け／異業種
間取引

自社製品：
ある

現地生産／現
地の日系企業
に販売現地販
売

2006年
８月１日

未だ発生せ
ず

未だ起用
無し

’08：減／
’09：増／
’10：増

北辰区Ｍ社 本社：中小
企業／
現地法人：
中小企業

自動車等各種製品
製造業（自動車用
及び一般機械器具
製造業）

下請け（１
次）／異業
種間取引

自社製品：
あり

現地生産／現
地日系企業に
販売

1995年
４月５日

１年目で発
生・Ｇ類型

起用 ’08：増／
’09：増／
’10：増

和平区Ｔ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
零細企業

商社（化学製品専
門商社）

異業種間取
引

自社製品：
無し

現地企業と現
地の日本企業
に売買

2004年
４月８日

未だ発生せ
ず

未だ起用
無し

’08：増／
’09：増／
’10：増

河北区Ｔ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
零細企業

商社（石油化学製
品専門商社）

異業種間取
引

自社製品：
無し

現地の日系企
業に販売

2002年
８月20日

８年目で発
生・Ｌ類型

以前起用 ’08：減／
’09：増／
’10：増
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会社名 会社規模の
分類 業種・事業概要 分業の位置 自社製品

保有有無 取引先 進出時期 問題発生時期・
問題類型

法律事務所
起用有無

売上げの増減
（08年－10年）

河西区Ｙ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

商社（産業機械専
門商社）

異業種間取
引

自社製品：
無し

現地の日系企
業に販売・現
地販売

2002年
６月１日

未だ発生せ
ず

起用（上
海）

’08：減／
’09：増／
’10：増

和平区Ｉ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
零細企業

商社（化学製品等
商社）

異業種間取
引

自社製品：
無し

現地企業に販
売・現地の日
系企業に販売

2004年
８月１日

１年目で発
生・Ｉ類型

以前起用 ’08：減／
’09：増／
’10：増

河西区Ｋ社 本社：大企
業／
現地法人：
零細企業

商社（総合商社） 異業種間取
引

自社製品：
無し

現地の日系企
業に販売現地
販売

1981年
４月13日

未だ発生せ
ず

起用（上
海）

’08：減／
’09：増／
’10：増

和平区Ｔ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

販売会社（電子部
品販売・但し本社
は電機製品製造業）

異業種間取
引

自社製品：
あり（親会
社）

現地の日系企
業に販売現地
販売

1996年
12月19日

未だ発生せ
ず

起用（上
海）

’08：増／
’09：増／
’10：増

河西区Ｍ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

販売会社（精密測
定機器輸入販売・
但し本社は製造業）

異業種間取
引

自社製品：
あり（親会
社）

現地販売・現
地の日系企業
に販売

2004年
８月18日

１年目から
発生・Ｄ類
型，Ｇ類型

起用 ’08：増／
’09：増／
’10：増

河東区Ｄ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

不動産管理業（賃
貸住宅管理）

異業種間取
引

自社製品：
あり

現地販売 1995年
12月25日

未だ発生せ
ず

未だ起用
無し

’08：増／
’09：増／
’10：増

和平区Ｆ社 本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

運輸業（国際貨物
運 輸 代 理 業・ 通
関・貨物運輸）

－ 自社製品：
無し

現地の日系企
業に販売・現
地販売

2004年
２月９日

１年目で発
生・Ｌ類型

起用 ’08：増／
’09：増／
’10：増

華苑産業区
Ｎ社

本社：中堅
企業／
現地法人：
中小企業

サービス業・製造
業（シ ス テ ム 開
発・IT サービス）

横請け・異
業種間取引

自社製品：
あり

現地の日系企
業に販売

2005年
４月１日

５年目でＣ
類型，Ｅ類
型

未だ起用
無し

’08：減／
’09：減／
’10：減

（出所）筆者作成
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注

１）天津市統計局ａ（2009）参照。
２）一般に日本では，中小企業は以下のとおり定義される。製造業にあっては，資本

の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下
の会社及び個人。卸売業にあっては，資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社
並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人。小売業にあっては，
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50
人以下の会社及び個人。サービス業にあっては，資本の額又は出資の総額が5千万
円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人。「中小企
業基本法」参照。中堅企業については，特に法的定義は存在しないが，本稿では，
上記定義よりも資本の額又は出資の総額ならびに従業員数は多く，分業構造上（大
企業）のサプライヤー（下請）に位置づけられる企業として広く捉えたい。さらに，
中国に進出する「日系中小企業」は，本稿では，当該中堅企業も含み「中小企業」
として捉える。

３）本調査は，2010年8月1日から2011年1月13日にかけて実施した。
４）外資系企業が現地生産を行う際には，現地のパートナー企業と合弁企業を設立す

ることが義務づけられている。有賀（2010）参照。
５）天津一汽トヨタ自動車有限公司ホームページ（http://www.tftm.com.cn/japanese/

gsjj/index.htm）参照。アクセス2011年1月3日。
６）中小企業庁（2005）参照。
７）同上・中小企業庁参照。
８）具体的には，2008年8月に北京－天津間高速鉄道が開通されたことにより，北京

から天津までの運行距離120キロの所要時間は30分弱となった。瀬口清之（2010）
参照。

９）董和平／韩大元／李树忠（2009）参照。
10）常住人口（6ヶ月以上滞在する者の人口）は，近年増加傾向にあり2008年末時点

で1,176万人である。ジェトロ北京センター（2010）参照。
11）前掲書・天津市統計局ａ（2009年）参照。
12）同上・天津市統計局参照。
13）前掲書・ジェトロ北京センター参照。
14）ジェトロ北京センター・同上によるデータをもとに算出。ただし，ここには元請

中堅・中小企業も含まれる。
15）ジェトロ北京センター・同上によるデータと天津日本人会へのインタビュー調査
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（2011年1月13日）から入手したデータをもとに算出した。
16）実際に調査を行った対象日系企業全55社のうち，製造業の分類に該当する企業は

計45社（うち自動車関連部品製造業30社）を占めた。そのうち，天津のトヨタ自動
車に部品を供給している一次・二次下請企業は回答があっただけでも18社あった。

17）Ｃ類型（残業時間オーバーに関する紛争）及びＥ類型（労働契約解除に関する紛
争・従業員退職時に関する紛争）に関して以下の回答があった。「昨年，弊社では
人員整理をして従業員を40名から20名に減らしましたが，その際被削減人員のうち
の一人が経済補償金以外にも今まで残業した分の未払い残業代を支払って欲しいと
言ってきました。そこで，経済補償金以外にも残業代を少し多く払って解決しまし
た。」天津市華苑産業区Ｎ社Ｓ氏インタビュー（残業時間オーバーに関する紛争及
び労働働契約解除に関する紛争・従業員退職時に関する紛争）（2010年11月16日筆
者ヒアリング資料に基づく）。

18）「弊社では以前から法定労働時間36時間を超過して72時間になっていた点を，内
部通報制度（密告制度）を利用して，退職した社員から区の公安当局に通報された
ことが有りました。以前から同じ地区にある日系企業もみんな法定労働時間をオー
バーして残業させているのは噂で聞いていましたが，当社だけが摘発されるのは不
公平に感じます。中国では従業員も正規の給料だけでは生活費を賄えないから，残
業を沢山して得た残業代で生活をまかなっているのが当然になってます。労働局に
事情聴取で呼ばれた時にも担当者にそう言いました。」天津市西青区Ｊ社Ｏ氏イン
タビュー（残業時間オーバーに関する紛争及び労働働契約解除に関する紛争・従業
員退職時に関する紛争）（2010年9月29日筆者ヒアリング資料に基づく）。

19）「弊社の工場が完成して操業し始めた時に人材募集をしました。採用担当者の匙
加減一つで人材採用が決まっていたんです。優秀な人材を採るよりも縁故採用が多
かったんです。そこで調べたところ，財産管理部と経理部と材料調達部の３人が親
戚関係に有ったことがわかりました。これでは親戚同士で結託して何か不正行為を
される恐れがあったため配置転換して対処しました。その後は，社員の採用の基準
についても日本語検定一級を条件にする等を就業規則で定めました。」天津市西青
経済開発区Ｋ社Ｎ氏インタビュー（社員の不正行為に関するトラブル）（2010年11
月8日筆者ヒアリング資料に基づく）。

20）Ｇ類型（立退き・移転問題及び新規会社設立及び営業拠点の増設）に関して以下
の回答があった。「弊社では，８年前から地方政府に現在の工場用地から立ち退き
を求められています。弊社では五十年間の土地賃貸借契約を結んでいますが，現在
15年使用したところで，残りの35年分の賃貸借料等を立ち退き補償金として支払う
から今の工場用地から出て行ってくれと政府から言われました。立ち退きを求めら
れている理由は，現在使用している用地の前の産業道路を拡張工事する予定がある
ためです。しかし，弊社もまだ代替の工場用地も用意されていないうちに出て行く
事は出来ませんし，立退き補償金額も安過ぎます。次の移転先での操業が軌道に乗
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らないうちに，今提示されている立退き料を受け取っても不十分ですし，弊社の経
営にとっては死活問題です。」また，余談ではあるが当該日系中小企業では，以前
に中国語で「もう少しで取り壊し，立ち退く」という事を意味するマーク「拆迁

（chaiqian）」を工場壁面にスプレーで落書きされる嫌がらせを受けた事が有る。当
該企業ではこうした嫌がらせや交渉に8年程前から悩まされている。その他にも，
天津の日系中小企業の中には意図的に工場の電気や水道を止められた等の被害を受
けるケースを頻繁に耳にする。天津市東麗区Ｒ社Ｉ氏インタビュー（立退き問題）

（2010年10月15日筆者ヒアリング資料に基づく）。
21）前掲書・天津市統計局ａ（2009年）参照。
22）中国の工会は主に，①全国総工会，②地方工会，③産業工会，及び④企業（基層）

工会の各階層に分類される。工会は法定の組織であり，従業員代表は法定の組織で
はない。

23）「弊社では現在でも工会を設立していません。その理由は今社内で工会を作ろう
とは検討していますが，作ったら効果があるか疑問に思うし，他の地区と違ってこ
の地区の区政府はあまり積極的に工会を作れと指導していません。それに本来工会
を設立するよう要求するはずの社員達も，実はあまり工会を作る事に賛成していま
せん。なぜなら工会を作るには自分達の給料（実質賃金総額）から2％，及び職工
文化教育費で1.5％（工会法第24条2項）天引きされるのに，いざ工会を作ってみる
と肝心の工会は上部組織が資金吸い上げるための組織で，設立した効果もあまり期
待できないと社員達も思っているからです。中国人社員にとっては自分達の手元に
入って来るお金が全てと思っている節が有ります。現在弊社も同じ地区の日系企業
全10社のうち4社と情報交換していますが，その中で工会設立してないところも有
るようです。特に弊社のような中小企業はなおさら工会を作らないようです。それ
に例えば，以前社内でも給与額についての話し合いが工会と済んでいたんですが，
社員の中の誰かが賃上げしろと怒り始めて，そこに群がるようにして騒ぎが起こっ
て，工場がストップしてしまった事が有りました。その時に工会も止めに入ろうと
しなかったし，その時には会社側も一体従業員側の誰と交渉したらいいか解らなかっ
たことがあったんです。そのため，工会を作っても本当に意味があるか疑問に思い
ます。」天津市新技術産業苑区Ｎ社Ｎ氏インタビュー（工会の設立）（2010年10月27
日筆者ヒアリング資料に基づく）。

24）Ｆ類型（労働災害に関する紛争）について以下の回答があった。「以前に弊社の
社員が勤務時間中に工場内の誰も見ていない場所で首を怪我したと言い出したこと
があります。この社員が言うには，首に昔痛めた古傷があってまた痛めたとのこと
です。しかし周囲の状況やその事を主張するまでの経緯から，会社側はこの主張が
明らかに怪しいと感じました。そこで費用は会社が払って，怪我の検査を病院で受
けさせたら，怪我であると診断書が出てしまって，納得が行かないため労働仲裁に
持ち込みました。そこでも労災認定されてしまいました。もしも労災認定されなけ
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れば検査費用は自己負担になりますが，認定されたので検査費用や労災の補償費は
全額会社持ちになりました。これも会社にとっては損です。首の辺りは検査しづら
いし，やはり本人が痛いといったら痛いという事になってしまいますから。」①天
津市西青経済開発区Ｋ社Ｎ氏インタビュー（労働災害）（2010年11月8日筆者ヒアリ
ング資料に基づく）。

25）「女性社員の産休期間の問題ですが，中国では女性社員の妊娠の事実が判明した
時点で通常労働契約を締結しないのが通例になっています。しかし，日系企業はそ
んな非人道的な事はしないというので弊社でも労働契約を更新しました。そうした
ところ現在その女性社員はあまり会社に来ていません。法律では三つの期間（妊娠
期間・産休育児期間・授乳期間）のあいだ基本給の全額を補償しなければならない
ため，会社にとっては負担になっています（労働法第7条）。」天津市西青経済開発
区Ｋ社Ｎ氏インタビュー（女性社員の産休）（2010年11月8日筆者ヒアリング資料に
基づく）。

26）これら支払い拒絶や履行遅滞に陥っている中国企業の中には，①「販売先（第三
債務者）から代金回収できないから支払い履行できない」，②「日系企業側（債権
者）が納入した製品が品質不良の為支払わない」等を理由に支払いを拒絶している
事例がある事が調査で解った。

27）Ｉ類型（債権回収に関する紛争）についてのインタビュー内容以下の通りである，
「弊社では，以前より債権回収問題が恒常化しています。現在日系企業・欧米企業・
中国企業との間で取引が有りますが，日系企業との取引の場合は債権回収の心配は
あまりないし，顧客先に商品納入した後にクレームが発生してもアフターフォロー
の体制が万全です。しかし，ローカル企業との取引の際には，相手先の与信調査も
必要になります。そしてローカル企業は支払いが遅れた場合，単純にその企業だけ
が悪いというだけでない場合も多く，その企業の取引先企業も支払いが遅れている
事があります。また韓国系企業は全体的な印象として債権回収の支払いが際に遅れ
気味の印象があります。韓国系企業でもサムスンのような大企業は支払いもの際も
遅れずに支払いがなされていますが，中小企業は債権回収が毎回遅れています。」
①天津市和平区Ｉ社Ｃ氏インタビュー（債権回収問題）（2010年11月26日筆者ヒア
リング資料に基づく）。

28）このほか，地元労働当局や公安当局と頻繁に連絡を取り合う，従業員との日常的
なコミュニケーションを図って社内の状況把握に努めるなど，日系企業の様々な企
業努力の意見を聞くことができた。

29）中国沿海側都市部の物価高騰の影響は，労働者のエンゲル係数を引き上げている。
このため，社員食堂の設備を充実することや工場の設立を極力物価の高い地域を避
けるなどの従業員の福利厚生向上を図ることで，人材確保対策を講じている。

30）不正行為に対して公安当局へ被害届を提出しようとしても，①証拠の提示を要求
される，②公安当局担当者が起訴できなかった場合を懸念する等の理由により受理
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されにくい傾向があるという別の問題も同時に存在する。
31）「今弊社の生産ラインのワーカーの半分は派遣社員の農民工で，正社員の事務職

員の大半は同じ区の人を採用しているため，正社員の離職率が低いんです。」天津
市新技術産業苑区Ｎ社Ｎ氏インタビュー（同地区居住者の採用））（2010年10月27日
筆者ヒアリング資料に基づく）。また，地元の優秀な人材を確保するため，人材募
集会社を活用するなどの工夫もみられる。「弊社では工場のワーカーを募集する際
は同地区の労働局へ，事務職員は日系の人材募集会社へそれぞれ委託しています。」
天津市東麗区Ｓ社Ｈ氏インタビュー（人材募集の工夫・社員募集のアウトソーシン
グ）（2010年11月1日筆者ヒアリング資料に基づく）。

32）天津市の敬海法律事務所の経験では，中国での立退き命令に関する紛争の際に政
府側の立退き補償金額が市場価格の8割程度のケースでは行政側の立退き命令に対
して不服申立てを提起しても請求認容されるケースは殆どないため訴えを提起する
ことは無意味である。市場価格の5割程度である場合訴えを提起することが可能で
あるが請求認容の可能性の判断は難しい。また市場価格の1割であれば訴えること
が可能であり，且つ請求が認容される見込みが大であるという。（筆者インタビュー
調査による）。

33）天津市においても，土地価格評価の最高資格であるＡ級を有する評価機構が8社，
同時に建物評価最高資格１級を有する機構は4社存在する。敬海法律事務所調査資
料参照。

34）敬海法律事務所の見解では，「工場用地の市場価格と一般家庭の住宅用地の市場
価格を調査する場合では，その調査方法や価格評価基準が異なるため，自ずと両者
の市場価格も異なる点にも注意を要する」。（筆者インタビュー調査による）。

35）Ｇ類型に対する予防策に関して，主要な立退き原因，私人の土地取得方法，及び
その留意点についてＪＥＴＲＯホームページ「貿易・投資相談 Q&A，『中国進出企
業に対する移転・立ち退き問題』」（記事番号：A-081104）が詳しい。（アクセス：
2010年12月15日）


